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泰　

山　

考

田　

中　

文　

雄

一
、
は
じ
め
に

あ
る
一
つ
の
道
で
も
っ
と
も
高
く
仰
ぎ
尊
ば
れ
る
人
を
「
泰
斗
」
と
い
う
。
泰
山
と
北
斗
の
こ
と
を
指
し
、
山
と
星
で
最
も
優

れ
た
不
動
な
二
つ
を
つ
な
げ
た
言
葉
で
あ
る
。

泰
山
は
「
太
山
」「
大
山
」「
岱
」
と
も
表
記
さ
れ
、
中
国
の
五
つ
の
聖
山
「
五
岳（１
）」
の
一
つ
で
あ
る
。
山
東
省
の
中
部
、
現
在

の
泰
安
市
・
済
南
市
・
長
清
県
、
肥
城
県
に
ま
た
が
る
名
山
で
あ
る
。

ま
た
、秦
の
始
皇
帝
を
は
じ
め
多
く
の
帝
王
が
、王
者
に
よ
る
天
地
の
祭
り「
封
禅（２
）」を

お
こ
な
っ
た
聖
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

国
家
祭
祀
以
外
に
も
天
地
を
繋
ぐ
特
殊
な
場
所
と
し
て
、
死
後
の
霊
魂
が
集
ま
る
場
所
、
冥
界
す
な
わ
ち
地
獄
と
し
て
も
信
仰
さ

れ
て
い
た
。

地
獄
と
い
う
言
葉
は
、仏
教
語
の
奈
落
迦naraka

、泥
犂
耶niraya
の
訳
語
と
さ
れ
、「
地
下
の
牢
獄
」を
意
味
す
る
。『
倶
舎
論
』

に
よ
れ
ば
、「
宇
宙
の
中
心
に
須
弥
山
が
あ
り
、
そ
れ
を
七
金
山
が
取
り
巻
い
て
お
り
、
そ
の
外
に
海
が
広
が
り
鉄
囲
山
が
あ
る
。

七
金
山
と
鉄
囲
山
と
の
間
に
は
四
つ
の
島
が
あ
り
、
そ
の
一
島
の
南
贍
部
洲
に
人
間
が
住
み
、
そ
の
地
下
に
地
獄
が
あ
り
、
上
下
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無
数
の
層
を
な
す
（
３
）」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
地
獄
は
垂
直
方
向
に
想
定
さ
れ
た
。

一
方
、
道
教
で
は
六
朝
時
代
か
ら
鄷
都
、
あ
る
い
は
羅
鄷
と
い
う
地
獄
が
考
え
出
さ
れ
、
水
平
方
向
に
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
語

の
語
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
晋
・
葛
洪
の
『
抱
朴
子
』
対
俗
篇
に
記
述
さ
れ
、
梁
・
陶
弘
景
の
『
真
誥
』
巻
一
五
闡
幽
微
に
は
、

地
獄
の
「
六
宮
」
の
所
在
地
や
官
制
が
述
べ
ら
れ
る
。

道
教
は
も
と
よ
り
仏
教
に
も
、
泰
山
の
神
や
そ
の
信
仰
が
広
ま
り
、
冥
界
観
と
死
者
救
済
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
。
ま
た
、

震
災
や
疫
病
と
の
関
係
も
示
す
史
料
や
経
典
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
漢
文
文
献
と
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
多
角
的
、
総
合

的
に
考
察
し
た
い
。

二
、
泰
山
と
地
獄

泰
山
地
獄
の
意
味
に
つ
い
て
、
澤
田
瑞
穂
は
「
地
獄
に
さ
ら
に
泰
山
の
二
字
を
加
え
た
の
は
、
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
は
、

ニ
ラ
ヤ
や
ナ
カ
ラ
は
も
と
よ
り
、
地
獄
と
い
っ
て
も
す
ぐ
に
は
理
解
し
に
く
か
っ
た
の
で
、
便
宜
上
、
そ
れ
に
最
も
近
い
概
念
を

含
む
泰
山
を
借
り
て
早
わ
か
り
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
仏
書
の
原
典
に
泰
山
な
ど
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
（
４
）」

と

分
析
し
た
。

一
種
の
百
科
事
典
の
西
晋
・
張
華
『
博
物
志
』
に
は
、「
泰
山
は
一
名
天
孫
と
い
う
。
天
帝
の
孫
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の

山
に
は
主
に
人
の
魂
魄
を
召
し
、
人
の
生
命
の
長
短
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
あ
り
、
霊
魂
を
呼
び
出
し
た
り
、
寿
命
を
支
配

す
る
役
割
を
持
つ
と
言
う
。

後
の
文
献
『
後
漢
書
』
烏
桓
傳
に
「
中
国
人
の
死
者
の
霊
魂
は
泰
山
へ
帰
る
」
と
あ
り
、『
三
國
志
』
魏
志
・
管
輅
傳
に
「
恐

ら
く
は
太
山
に
至
っ
て
鬼
を
治
め
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
同
書
方
術
傳
（
許
峻
傳
）
の
占
星
術
に
優
れ
た
許
曼
の
伝
記
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に
「
若
い
と
き
に
重
病
に
罹
っ
た
許
曼
は
三
年
た
っ
て
も
治
ら
ず
、
泰
山
に
お
参
り
し
命
乞
い
を
し
た
と
こ
ろ
、
道
士
の
張
巨
君

に
会
い
方
術
を
授
か
っ
た
」
と
書
か
れ
る
。
泰
山
は
東
岳
に
あ
た
り
、
東
方
は
五
行
説
で
は
す
べ
て
が
萌
生
す
る
方
角
と
さ
れ
る

か
ら
、
生
死
に
か
か
わ
り
、
神
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
同
書
巻
一
四
の
蒋
済
傳
の
注
に
は
『
列
異
傳
』
を
引
い
て
、「
蒋
済
の

妻
に
夢
に
死
ん
だ
息
子
が
現
れ
『
今
、
泰
山
の
伍
伯
（
組
長
）
を
し
て
苦
し
ん
で
い
る
が
、
楽
な
地
位
に
転
任
し
た
い
の
で
、
新
任

の
泰
山
令
（
長
官
）
に
な
る
孫
阿
に
頼
ん
で
く
れ
』
と
告
げ
た
。
そ
こ
で
、蒋
済
は
ま
だ
生
き
て
い
る
孫
阿
に
会
い
事
情
を
話
し
た
。

彼
は
死
を
恐
れ
ず
、
泰
山
令
に
な
る
こ
と
を
喜
び
、
死
出
の
旅
路
に
つ
い
た
。
そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
し
て
、
息
子
は
ま
た
現
れ

て
『
録
事
（
文
書
係
）
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
』
と
告
げ
た
」
と
い
う
話
も
載
せ
ら
れ
る
。
泰
山
に
は
官
僚
組
織
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
役
分
と
上
下
関
係
が
整
然
と
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

仏
教
経
典
目
録
の
『
一
切
經
音
義
』（
大
正
蔵
巻
五
四
、
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
で
は
、「
泰
山
」
の
語
は
「
隤　

玉
篇
作

隤
、
泰
山
其
隤
言
墜
下
壞
也
」（
四
七
五
ｃ
）、「
隤
運　

上
徒
回
反
、 

禮
記
泰
山
其
頽
乎
、
考
聲
壞
也
」（
六
〇
三
ａ
）、「
淄
澠　

左
傳

云
、
淄
水
出
泰
山
、
梁
父
西
北
入
波
也
」（
八
五
三
ｃ
）、「
臨
淄　

杜
注
左
傳
云
、
淄
水
名
也
、
出
泰
山
梁
父
西
北
入
汶
」（
八
七
八
ｃ
）、

「
嬴
岱　

范

云
、
泰
山
也
、
五
岳
之
長
也
」（
九
〇
一
ａ
）
と
あ
る
。
ま
た
、「
太
山
」
の
語
は
「
管
子
曰
、
昔
者
封
太
山
禪
、
梁

父
者
、
有
七
十
二
家
、
梁
父
太
山
下
小
山
也
」（
四
三
三
ｃ
）、「
隤
壊　

廣
雅
云
隤
壞
也
、
禮
記
云
太
山
其
隤
乎
、
説
文
隊
也
、
從

隤
、
亦
作
頽
擯
」（
七
二
五
ａ
）、「
臨
沂　

説
文
沂
水
、
出
東
太
山
、
南
入
泗
、
從
水
斤
聲
也
」（
八
二
三
ａ
）、「
隤
　

上
隊
雷
反
、

考
聲
云
毀
也
、
廣
雅
壞
也
、
禮
記
太
山
其
隤
乎
、
説
文
隊
」（
八
三
八
ｃ
）、「
涅
緇　

亦
聲
序
、
從
水
作
淄
水
、
名
出
太
山
也
」（
九
〇
九

ａ
）
と
あ
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
泰
山
は
地
名
で
あ
り
、
中
国
文
献
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

別
の
経
典
目
録
の
『
出
三
藏
記
集
』（
大
正
蔵
巻
五
五
）
の
巻
四
に
「
以
金
貢
太
山
贖
罪
經
一
卷 

」（
三
〇
ａ
）、
巻
六
に
「
行
者
欲

凝

反
朴
濟
無
外
不
循
斯
法
者
。
何
異
刖
夫
之
陟
太
山
。
無
翅
而
圖
昇
虚
乎
」（
四
四
ｂ
）
と
あ
る
。
ま
た
、
隋
・
法
經
等
撰
『
衆

經
目
録
』（
大
正
蔵
巻
五
五
）
に
「
閻
羅
王
東
太
山
經
一
卷 

」（
一
三
八
ｃ
）
と
、
唐
・
彦

撰
『
衆
經
目
録
』（
大
正
蔵
巻
五
五
）
に
「
以
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金
貢
太
山
贖
罪
經
一
卷
」（
一
四
五
ｂ
）、「
以
金
貢
太
山
贖
罪
經
一
卷
」（
一
七
一
ｃ
）、「
閻
羅
王
東
太
山
經
一
卷
」（
一
七
四
ｂ
）
と
経

典
名
を
あ
げ
、
唐
・
靜
泰
撰
『
衆
經
目
録
』（
大
正
蔵
№
二
一
四
八
、
巻
五
五
）
に
「
以
金
貢
太
山
贖
罪
經
一
卷
」（
二
〇
六
ｃ
）、「
閻
羅

王
東
太
山
經
一
卷
」（
二
一
二
ｂ
）
と
経
典
を
含
め
て
指
摘
す
る
。

初
期
の
漢
訳
経
典
の
呉
・
康
僧
會
（
二
五
一
～
二
八
〇
）『
六
度
集
經
』（
大
正
蔵
巻
三
）
に
は
多
く
の
「
太
山
」
の
語
が
見
出
せ
る
（
訳

文
は
注
に
示
す
）。

巻
一

・
因
化
爲
地
獄
。
現
于
其
前
曰
。
布
施
濟
衆
。
命
終
魂
靈
入
于
太
山
地
獄
。
燒
煮
萬
毒
爲
施
受
害
也
。
爾
惠
爲
乎
。
菩
薩
報
曰
。

豈
有
施
德
而
入
太
山
地
獄
者
乎
（
一
ａ（５
））。

・
罪
人
曰
。
吾
昔
處
世
。
空
家
濟
窮
。
拯
拔
眾
厄
。
今
受
重
辜
處
太
山
獄
。（
一
ａ（６
））

・
釋
聞
聖
趣
。
因
却
叩
頭
曰
。
實
無
布
施
慈
濟
衆
生
。
遠
福
受
禍
入
太
山
獄
者
也
。（
一
ｂ（７
））

・
又
命
近
臣
曰
。
爾
疾
殺
我
秤
髓
令
與
鴿
重
等
。
吾
奉
諸
佛
受
正
眞
之
重
戒
。
濟
衆
生
之
危
厄
。
雖
有
衆
邪
之
惱
。
猶
若
微
風
。

焉
能
動
太
山
乎
。（
一
ｃ（８
））

・
釋
懷
重
毒
惡
熟
罪
成
。
生
入
太
山
。
天
人
龍
鬼
莫
不
稱
善
。（
三
ｂ（９
））

巻
二

・
對
曰
。
太
子
德
光
周
聞
八
方
。
上
達
蒼
天
下
至
黄
泉
。
巍
巍
如
太
山
靡
不
歎
仰
。（
八
ａ

A
C
B

）

・ 

對
曰
。
吾
自
彼
來
。
擧
身
惱
痛
。
又
大
飢
渇
。
太
子
光
馨
。
八
方
歎
懿
。
巍
巍
遠
照
有
太
山
。
天
神
地
祇
。
孰
不
甚
善
。

（
九
ｃ

A
D
B

）

巻
三

・
捐
佛
至
誠
之
戒
。
信
鬼
魅
之
欺
。
酒
樂
婬
亂
。
或
致
破
門
之
禍
。
或
死
入
太
山
其
苦
無
數
。
思
還
爲
人
猶
無
羽
之
鳥
欲
飛
昇
天
。
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（
一
三
ｂ

A
E
B

）

・
佛
告
諸
沙
門
。
理
家
者
吾
身
是
也
。
彼
蕩
子
者
調
達
是
。
以
鼠
致
富
者
槃
特
比
丘
是
。
調
達
懐
吾
六
億
品
經
。
言
順
行
逆
。

死
入
太
山
地
獄
。
槃
特
比
丘
。
懷
吾
一
句
。
乃
致
度
世
。（
一
四
ａ

A
F
B

）

・
菩
薩
答
曰
。
大
善
。
卽
雇
如
直
持
鼈
歸
家
。
澡
護
其
傷
。
臨
水
放
之
。
覩
其
遊
去
。
悲
喜
誓
曰
。
太
山
餓
鬼
衆
生
之
類
。
世

主
牢
獄
早
獲
免
難
。
身
安
命
全
如
爾
今
也
。（
一
五
ａ

A
G
B

）

・
然
飢
渇
于
六
欲
。
猶
海
不
足
于
衆
流
。
以
斯
數
更
太
山
燒
煑
諸
毒
衆
苦
。
或
爲
餓
鬼
。
洋
銅
沃
口
役
作
太
山
。
或
爲
畜
生
。

屠
割
剝
裂
。
死
輙
更
刄
。
苦
痛
無
量
。（
一
五
ｃ

A
H
B

）

・
延
算
之
壽
。
福
盡
罪
來
。
下
入
太
山
餓
鬼
畜
生
。
斯
謂
之
苦
。（
一
六
ａ

A
I
B

）

巻
四

・
象
曰
。
吾
痛
難
忍
。
疾
取
牙
去
。
無
亂
吾
心
令
惡
念
也
。
惡
者
死
入
太
山
・
餓
鬼
・
畜
生
道
中
。
夫
懷
忍
行
慈
。
惡
來
善
往
。

菩
薩
之
上
行
也
。（
一
七
ｂ

A
J
B

）

・
但
以
出
遊
翼
從
甚
衆
。
導
臣
馳
除
。
黎
庶
惶
懼
。
終
入
太
山
燒
煮
割
裂
。
積
六
萬
年
。
求
死
不
得
。
呼
嗟
無
救
。
當
爾
之
時
。

内
有
九
親
。
表
有
臣
民
。
資
財
億
載
。
衆
樂
無
極
。
寧
知
吾
入
太
山
地
獄
燒
煮
衆
痛
無
極
之
苦
乎
。
生
存
之
榮
。
妻
子
臣
民
。

孰
能
分
取
諸
苦
去
乎
。
惟
彼
諸
毒
其
爲
無
量
。
毎
壹
憶
之
心
怛
骨
楚
。
身
爲
虚
汗
。
毛
爲
寒
竪
。
言
往
禍
來
。
殀
追
影
尋
。

雖
欲
發
言
懼
復
獲
咎
。
太
山
之
苦
難
可
再
更
。
是
以
縮
舌
都
欲
無
言
。
始
十
三
年
。
而
妖
導
師
令
王
生
埋
吾
。
懼
大
王
獲
太

山
之
咎
。
勢
復
一
言
耳
。（
二
〇
ｃ

A
K
B

）

・
佛
語
諸
沙
門
。
彌
蘭
者
吾
身
是
也
。
所
以
然
者
。
未
奉
三
尊
時
。
愚
惑
信
邪
。
母
沐
浴
著
新
衣
臥
。
吾
蹈
母
首
。
故
太
山
以

火
輪
轢
其
首
耳
。（
二
一
ｂ

A
L
B

）

・
佛
告
諸
沙
門
。
彌
蘭
出
太
山
獄
。
閇
心
三
惡
。
絶
口
四
刀
。
檢
身
三
尤
。
孝
順
父
母
。
親
奉
三
尊
（
二
一
ｂ
～
ｃ

A
M
B

）
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巻
五

・
若
覩
彼
有
愚
卽
貪
嫉
。
貪
嫉
處
内
。
瞋
恚
處
外
不
覺
止
。
其
爲
狂
醉
。
長
處
盲
冥
矣
。
展
轉
五
道
。
太
山
燒
煮
。
餓
鬼
畜
生
。

積
苦
無
量
。（
二
四
ａ

A
N
B

）

・
飮
畢
意
悟
曰
。
彼
買
此
池
以
華
奉
佛
廟
。
水
果
自
供
。
吾
飮
其
水
。
不
告
其
主
。
斯
卽
盗
矣
。
夫
盜
之
爲
禍
。
先
入
太
山
。

次
爲
畜
生
。
屠
賣
于
市
以
償
宿
債
。
若
獲
爲
人
當
爲
奴
婢
。
吾
不
如
早
畢
於
今
無
遺
後
患
矣
。（
三
〇
ａ

A
O
B

）

・
愚
夫
重
闇
不
明
去
就
。
以
惡
心
向
佛
沙
門
。
梵
志
截
手
拔
舌
者
。
斯
一
世
之
苦
。
妄
以
手
捶
。
虚
以
口
謗
。
死
入
太
山
。
太

山
之
鬼
拔
出
其
舌
。
著
於
熱
沙
。
以
牛
耕
上
。
又
以
然
釘
釘
其
五
體
。
求
死
不
得
。
殃
惡
若
此
。
順
行
無
邪
。
菩
薩
法
忍
度

無
極
行
忍
辱
如
是
。（
三
〇
ｂ

A
P
B

）

・
衆
祐
曰
。
釋
罪
畢
也
。
王
罪
興
矣
。
却
後
七
日
太
山
鬼
以
火
燒
王
及
其
臣
民
。
王
罪
難
救
猶
釋
禍
難
攘
矣
。（
三
一
ｂ

A
Q
B

）

・
向
中
之
時
日
出
炙
陽
燧
。
陽
燧
化
爲
火
。
始
自
王
舟
。
大
（
太
）
山
鬼
神
以
雲
集å

礰
。
率
土
生
入
太
山
地
獄
。（
三
一
ｃ

A
R
B

）

巻
六

・
王
驚
曰
。
斯
何
畜
生
而
懷
弘
慈
。
沒
命
濟
物
不
以
爲
艱
。
斯
必
天
也
。
王
善
鹿
之
言
。
喜
而
進
徳
。
命
國
内
曰
。
自
今
日
後

恣
鹿
所
食
。
敢
有
犯
者
罪
皆
直
死
。
王
還
元
后
聞
王
放
之
。
恚
盛
心
碎
。
死
入
太
山
。（
三
三
ｂ

A
S
B

）

・
所
處
之
國
。其
王
無
道
貪
財
重
色
。薄
賢
賤
民
。王
念
無
常
。自
惟
曰
。吾
爲
不
善
死
將
入
太
山
乎
。何
不
聚
金
以
貢
太
山
王
耶
。

於
是
斂
民
金
。
設
重
令
曰
。
若
有
匿
銖
兩
之
金
。
其
罪
至
死
。
如
斯
三
年
。
民
金
都
盡
。
王
訛
募
曰
。
有
獲
少
金
以
貢
王
者
。

妻
以
季
女
賜
之
上
爵
。
童
子
啓
母
曰
。
昔
以
金
錢
一
枚
著
亡
父
口
中
。
欲
以
賂
太
山
王
。
今
必
存
矣
。
可
取
以
獻
焉
。
母
曰
可
。

兒
取
獻
焉
。
王
令
錄
問
所
由
獲
金
。
對
曰
。
父
喪
亡
時
。
以
金
著
口
中
。
欲
賂
太
山
。
實
聞
大
王
設
爵
求
金
。
始
者
掘
塚
發

木
取
金
。
王
曰
。
父
喪
來
有
年
乎
。
對
曰
。
十
有
一
年
。
曰
爾
父
不
賂
太
山
王
耶
。
對
曰
。
衆
聖
之
書
。
唯
佛
教
眞
。
佛
經
曰
。

爲
善
福
追
。
作
惡
禍
隨
。
禍
之
與
福
猶
影
響
焉
。
走
身
以
避
影
。
撫
山
以
關
響
。
其
可
獲
乎
。
王
曰
不
可
。
曰
夫
身
卽
四
大
也
。
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命
終
四
大
離
靈
逝
變
化
。
隨
行
所
之
。
何
賂
之
有
。
大
王
前
世
布
施
爲
德
。
今
獲
爲
王
。
又
崇
仁
愛
澤
及
遐
邇
。
雖
未
得
道

後
世
必
復
爲
王
。（
三
六
ｃ

A
T
B

）

・
調
達
亦
爲
魔
天
王
。
行
四
天
下
。
教
人
爲
惡
從
心
所
欲
。
無
有
太
山
殃
禍
之
報
。
行
逢
菩
薩
。
問
曰
。
子
何
行
乎
。
答
曰
。
教

民
奉
佛
修
上
聖
德
。
調
達
曰
。
吾
教
民
恣
欲
二
世
無
禍
。
爲
善
勞
志
無
益
於
己
。
菩
薩
曰
。
爾
避
吾
道
。
答
曰
。
子
爲
善
猶
金
銀
。

吾
尚
惡
猶
剛
鐵
。
剛
鐵
能
截
金
銀
。
金
銀
不
能
截
鐵
。
子
不
下
道
吾
斬
子
矣
。
調
達
惡
盛
禍
成
。
生
入
太
山
。（
三
七
ａ

A
U
B

）

・
伯
曰
。
夫
殘
一
人
者
其
罪
百
劫
。
龍
呑
一
國
。
吾
懼
恒
沙
劫
畢
。
厥
殃
未
除
矣
。
苟
貪
尠
味
斯
須
之
利
。
不
覩
太
山
燒
煑
之
咎
。

吾
心
愍
然
。（
三
七
ｂ

A
V
B

）

巻
七

・
菩
薩
心
淨
得
彼
四
禪
。在
意
所
由
。輕
擧
騰
飛
。履
水
而
行
。分
身
散
體
。變
化
萬
端
。出
入
無
間
存
亡
自
由
。摸
日
月
。動
天
地
。

洞
視
徹
聽
靡
不
聞
見
。
心
淨
觀
明
得
一
切
智
。
未
有
天
地
衆
生
所
。
十
方
現
在
衆
心
所
念
。
未
萌
之
事
。
衆
生
魂
靈
爲
天
爲
人
。

入
太
山
・
餓
鬼
・
畜
生
道
中
。
福
盡
受
罪
。
殃
訖
受

。
無
遠
不
如
。（
三
九
ｂ

A
W
B

）

・
道
人
念
曰
。
夫
生
有
死
。
人
物
猶
幻
。
會
卽
有
離
。
神
逝
體
散
。
吾
豈
得
止
獨
不
如
彼
乎
。
覩
之
愴
然
。
一
心
得
禪
。
或
見

久
死
體
骨
消
滅
。
泥
土
同
塵
。
深
自
惟
曰
。
吾
體
方
爾
。
一
心
得
禪
。
或
以
聞
太
山
湯
火
之
毒
。
酷
裂
之
痛
。
餓
鬼
飢
饉
積

年
之
勞
。
畜
生
屠
剥
割
截
之
苦
。
存
之
愕
然
。
一
心
得
禪
。（
四
〇
ａ

A
X
B

）

・
奉
佛
覩
經
。
親
沙
門
衆
。
採
執
佛
戒
懷
而
行
之
。
遠
離
三
惡
。
心
念
善
。
口
言
善
。
身
行
善
。
仰
上
三
惡
。
永
興
三
善
。
長

不
令
更
太
山
・
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
窮
苦
險
處
。
安
以
無
極
之
福
堂
。（
四
〇
ｂ

A
Y
B

）

総
じ
て
、
太
山
は
地
獄
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
泰
山
の
神
格
化
は
、
唐
代
以
降
の
葬
送
儀
礼
に
も
影
響
す
る
。

十
王
信
仰
は
中
国
各
地
に
広
ま
っ
た
と
言
わ
れ
、
死
者
の
追
善
供
養
や
、
預
修
（
逆
修
）
の
法
要
で
は
、
各
忌
日
に
あ
わ
せ
て
十

人
の
冥
王
が
配
当
さ
れ
た
。
十
王
の
代
表
格
は
閻
魔
で
あ
る
。
こ
の
神
は
イ
ン
ド
神
話
に
あ
る
ヤ
マ
神
で
あ
り
、
仏
教
以
前
の
古
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い
宗
教
に
起
源
を
も
つ

A
Z
B

。
イ
ン
ド
に
輪
廻
転
生
の
思
想
が
深
く
根
を
下
ろ
す
と
、
冥
界
の
主
と
い
う
よ
り
も
獄
卒
を
従
え
て
罪
あ

る
死
者
を
罰
す
る
地
獄
の
王
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
閻
魔
が
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
中
国
に
伝
来
す
る
と
、
他
の
（
九
人
の
）

冥
王
を
加
え
た
冥
界
裁
判
官
と
な
っ
た
。
審
判
の
様
子
を
描
い
た
「
十
王
図
」
は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
も
作
例
が
多
く
、
マ
ニ
教
の

影
響
が
あ
っ
た
と
の
説
も
あ
る
が
確
証
は
な
い

A
[
B

。

仏
教
や
道
教
で
は
、
十
王
の
冥
府
を
解
説
す
る
経
典
が
出
来
た
。
仏
教
で
は
、
唐
僧
・
道
明
和
尚
（
襄
州
・
開
元
寺
、
八
世
紀
）
の

入
冥
譚
に
基
づ
き
、
四
川
の
沙
門
・
藏
川
（
成
都
府
・
大
聖
慈
寺
、
年
代
不
詳
〈
九
世
紀
か
？
〉）
が
撰
し
た
疑
偽
経
典
が
あ
り
、『
續
藏
』

に
は
『
佛
説
預
修
十
王
生
七
經
』
と
『
佛
説
地
蔵
菩
薩
發
心
因
緣
十
王
經

A
\
B

』
が
収
録
さ
れ
る
。

一
方
、
道
教
で
も
、
仏
経
を
模
倣
し
な
が
ら
『
太
上
救
苦
天
尊
消
研
滅
罪
經
』（
Ｓ
Ｎ
三
七
八
）、『
元
始
天
尊
説
鄷
都
滅
罪
經
』（
Ｓ

Ｎ
七
二
）
や
『
地
府
十
王
抜
度
儀
』（
Ｓ
Ｎ
四
六
六
）
な
ど
の
経
典
が
作
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
経
典
で
は
、
次
表
の
よ
う
に
、
十
王
は
そ
れ
ぞ
れ
が
地
獄
内
の
宮
殿
に
住
し
、
忌
日
ご
と
に
死
者
を
審
判
し
刑
罰
を

決
定
す
る
。
し
か
し
、
閻
魔
王
と
泰
山
王
以
外
は
出
自
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
泰
山
王
の
神
が
、
満
中
陰
の
重
要
な
忌
日
の

冥
王
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
事
は
、
意
図
が
あ
る
と
考
え
る

A
]
B

。

忌
　
日

冥
　
殿

佛
説
地
蔵
菩
薩
薩
發
心
因
縁
十
王
經

太
上
救
苦
天
尊
消
愆
滅
罪
經

初
七
日
忌

第
一
殿

秦
廣
王　

不
動
明
王

泰
廣
大
王　

太
素
妙
廣
眞
君

二
七
日
忌

第
二
殿

初
江
王　

釋
迦
如
來

初
江
大
王　

陰
徳
定
休
眞
君

三
七
日
忌

第
三
殿

宋
帝
王　

文
殊
菩
薩

宋
帝
大
王　

洞
明
普
靜
眞
君

四
七
日
忌

第
四
殿

五
官
王　

普
賢
菩
薩

五
官
大
王　

玄
徳
五
靈
眞
君
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五
七
日
忌

第
五
殿

閻
魔
王　

地
藏
菩
薩

閻
魔
大
王　

最
勝
耀
靈
眞
君

六
七
日
忌

第
六
殿

變
成
王　

弥
勒
菩
薩

變
成
大
王　

寳
肅
昭
成
眞
君

七
七
日
忌

第
七
殿

太
山
王　

藥
師
如
來

泰
山
大
王　

玄
徳
妙
生
眞
君

百
日
忌

第
八
殿

平
等
王　

觀
音
菩
薩

平
等
大
王　

無
上
正
度
眞
君

一
周
忌

第
九
殿

都
市
王　

勢
至
菩
薩

都
市
大
王　

飛
魔
演
慶
眞
君

三
回
忌

第
十
殿

五
道
轉
輪
王　

阿
彌
陀
如
來

轉
輪
大
王　

五
化
威
靈
眞
君

三
、
如
泰
山
崩

釈
迦
の
伝
記
の
『
佛
所
行
讃
』
に
は
、「
酔
象
奮
い
て
狂
怒
す
る
も
、
仏
を
見
て
心
則
ち
醒
め
、
投
身
仏
足
礼
す
る
こ
と
、
な

お
泰
山
崩
れ
る
が
如
し
」（
大
正
蔵
巻
四
、四
一
ａ
）
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
『
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
』
に
は
、「
か
く
し
て
か
の
憤

怒
せ
る
象
が
近
づ
い
て
き
た
が
、
牟
尼
の
威
力
に
よ
っ
て
正
気
に
帰
り
、
青
黒
い
山
が
雷
電
に
よ
っ
て
粉
砕
さ
れ
た
よ
う
に
、
体

は
頽
れ
頭
は
垂
れ
た

A
^
B

」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
青
黒
き
山
」
が
「
泰
山
」
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
五
體
投
地
は
イ
ン
ド
伝
来
の
敬
礼
法
で
あ
る
。『
大
智
度
論
』
巻
一
〇
〇
に
「
禮
に
三
種
あ
り
、
一
は
口
禮
、
二
は
膝

を
屈
し
て
頭
地
に
至
ら
ず
、
三
は
頭
地
に
至
る
。
こ
れ
上
禮
な
す
」（
大
正
蔵
巻
五
一
、八
七
七
ｃ
）
と
あ
り
最
上
の
敬
礼
に
当
た
る
。

玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
巻
二
に
「
致
敬
之
式
、其
儀
九
等
。
一
發
言
慰
問
、二
俯
首
示
敬
、三
擧
手
高
揖
、四
合
掌
平
拱
、五
屈
膝
、

六
長
踞
、
七
手
膝
踞
地
、
八
五
輪
倶
屈
、
九
五
體
投
地
」（
大
正
蔵
巻
五
一
、八
七
七
ｃ
）
と
、
九
種
類
の
敬
礼
法
の
中
で
最
も
鄭
重
な
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方
法
だ
と
い
う
。

五
體
投
地
を
行
う
時
の
観
念
作
法
は
、『
離
垢
慧
菩
薩
所
問
禮
佛
法
經
』
に
「
初
め
に
右
膝
を
、
次
に
左
膝
を
、
續
い
て
右
肘

と
左
肘
を
地
に
着
け
、二
掌
を
舒
べ
て
額
を
過
ぎ
、空
を
承
け
て
佛
足
に
接
す
る
よ
う
に
觀
念
し
、最
後
に
頭
を
地
に
着
け
る
」（
大

正
蔵
巻
一
四
、六
九
九
ａ
）
と
記
述
さ
れ
、
こ
の
拝
法
は
仏
足
礼
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る

A
_
B

。

ま
た
、
三
世
紀
中
頃
に
訳
出
さ
れ
た
支
謙
『
梵
摩
瑜
經
』
に
は
「
卽
興
正
五
體
投
地
、
三
頓
首
、
諸
佛
歸
法
歸
命
聖
衆
」（
大
正

蔵
巻
一
、八
八
四
ｃ
）
と
、
五
體
投
地
の
後
、
三
宝
に
対
し
て
頓
首
し
て
帰
依
を
誓
う
と
あ
る
。

頓
首
は
『
周
禮
』（
春
官
・
大
祝
）
に
「
辨
九
拜
、
稽
首
、
頓
首
、
空
首
、
振
動
、
吉
拜
、
凶
拜
、
奇
拜
、
褒
拜
、
肅
拜
」
と
あ
る
。

鄭
玄
の
注
に
「
頓
首
、
拜
首
叩
地
也
」
と
あ
る
か
ら
、
頭
額
を
地
に
打
ち
つ
け
る
行
為
で
あ
っ
た
。
跪
座
し
て
大
地
に
頭
を
打
ち

つ
け
る
方
法
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
っ
た

A
`
B

。

漢
訳
仏
典
中
に
は
多
く
の
「
泰
山
が
崩
れ
る
よ
う
な
」
行
為
が
み
ら
れ
る
。

①
『
太
子
須
大
拏
經
』（
大
正
蔵
巻
三
） 

・
妃
聞
太
子
語
。
便
感
激
躃
地
如
太
山
崩
。
宛
轉
啼
哭
。
而
不
可
止
。（
四
二
二
ｃ
）

②
佛
説
菩
薩
睒
子
經
（
大
正
蔵
巻
三
）

人
父
母
聞
之
。
擧
身
自
撲
。
如
太
山
崩
。
地
爲
震
動
。（
四
三
七
ｃ
） 

③
佛
説
睒
子
經
（
大
正
蔵
巻
三
） 

・
耳
父
母
聞
之
擧
身
自
撲
。
如
太
山
崩
地
爲
大
動
。（
四
三
九
ｂ
）

・
耳
父
母
聞
之
擧
身
自
撲
。
如
太
山
崩
地
爲
大
動
。（
四
四
〇
ａ
）

・
耳
父
母
聞
之
擧
身
自
撲
。
如
太
山
崩
地
爲
大
動
。（
四
四
三
ａ
～
ｂ
）

④
大
寶
積
經
（
大
正
蔵
巻
一
一
）
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・ 

吾
獨
何
釁
窮
底
得
籌
。
五
體
投
地
猶
太
山
崩
。（
五
二
ｂ
） 

⑤
摩
訶
摩
耶
經
（
大
正
蔵
巻
一
二
） 

・
擧
身
投
地
如
太
山
崩
。
悲
號
慟
絶
而
作
是
言
我
…
…
（
一
〇
一
三
ａ
）

⑥
禪
祕
要
法
經
（
大
正
蔵
巻
一
五
） 

・
心
懐
愧
悲
咽
無
言
。
擧
身
投
地
如
太
山
崩
。
即
於
佛
前
。
四
體
布
地
。
向
佛
懺
悔
（
二
四
三
ａ
）

⑦
佛
説
觀
佛
三
昧
海
經
（
大
正
蔵
巻
一
五
） 

・
作
是
思
惟
已
。
如
太
山
崩
。
五
體
投
地
號
泣
雨
涙
。（
六
五
五
ｂ
）

・
隨
佛
語
懺
悔
諸
罪
。
佛
法
衆
中
。
五
體
投
地
如
太
山
崩
。
向
佛
懺
悔
心
眼
得
開
。（
六
六
〇
ｂ
）

・
説
是
語
已
向
佛
懺
悔
。
五
體
投
地
如
太
山
崩
。
悲
號
雨
涙
對
佛
啼
哭
。（
六
一
一
ｂ
）

上
記
の
行
為
は
、身
体
的
に
か
な
り
過
激
な
も
の
で
あ
る
。
②
、③
、⑤
、⑥
で
は
「
挙
身
自
僕
」
と
、④
、⑦
で
は
「
五
体
投
地
」

と
関
連
づ
け
ら
れ
懺
悔
に
関
わ
る
。

懺
悔
と
は
「
戒
を
犯
し
た
過
ち
を
悔
い
改
め
、
再
犯
し
な
い
事
を
表
明
す
る
」
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
必
ず
し
も
肉
体
的
苦
痛

を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
天
台
菩
薩
戒
疏
』（
大
正
蔵
巻
四
〇
）
巻
上
で
は
、「
然
懺
悔
法
有
其
三
品
。
上
品
懺
者

擧
身
投
地
如
太
山
崩
毛
孔
流
血
。中
品
懺
者
自
露
所
犯
悲
泣
流
涙
。下
品
懺
者
隨
師
口
言
陳
前
罪
咎
」（
五
八
二
ｂ
）と
あ
る
。つ
ま
り
、

「
懺
悔
の
法
は
三
種
類
が
あ
る
。
上
品
の
懺
は
挙
身
投
地
、
如
太
山
崩
で
、
毛
孔
よ
り
流
血
す
る
。
中
品
の
懺
は
自
ら
犯
す
と
こ
ろ

を
露
わ
に
し
、
悲
泣
流
涙
す
る
。
下
品
の
懺
は
師
の
口
言
に
随
い
、
前
の
罪
咎
を
陳
ぶ
」
と
言
い
、
如
太
山
崩
が
最
も
優
れ
た
懺

悔
だ
と
述
べ
る
。

ま
た
、
隋
の
費
長
房
が
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
）
に
撰
述
し
た
仏
教
経
典
目
録
『
歷
代
三
寶
記
』（
大
正
蔵
巻
四
九
）
巻
一
二
に
『
占

察
經
』
と
い
う
経
典
を
解
説
す
る
。
内
容
は
「
広
州
の
僧
が
『
占
察
經
』
に
よ
る
塔
懺
法
と
い
う
占
術
と
、
男
女
が
混
じ
り
合
っ
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て
お
こ
な
う
自
撲
法
を
修
行
し
た
」
と
言
う
。
ま
た
、「
青
州
で
も
同
じ
行
法
が
、
他
の
居
士
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
」（
一
〇
六

ｃ
）
と
記
述
す
る
。
あ
や
し
げ
な
占
い
と
、
男
女
が
同
席
す
る
過
激
な
懺
悔
が
邪
教
視
さ
れ
官
憲
に
よ
っ
て
、
調
査
を
受
け
る
事

件
に
発
展
し
た
。
こ
の
事
件
は
開
皇
十
三
年
（
五
九
三
）
に
発
覚
し
た
も
の
で
、『
歷
代
三
寶
記
』
編
纂
の
数
年
前
の
出
来
事
で
あ
り
、

同
書
の
記
述
は
か
な
り
正
確
で
あ
ろ
う
。

そ
の
事
件
記
事
中
に
「
塔
懺
法
は
『
占
察
經
』
に
依
拠
し
て
お
り
、
自
撲
法
は
も
ろ
も
ろ
の
經
典
に
書
か
れ
る
五
體
投
地
す
る

こ
と
、
太
山
の
崩
れ
る
が
如
き
方
法
で
あ
る
」（
一
〇
六
ｃ
）
と
も
書
か
れ
る
。
自
撲
は
「
自
己
が
匐
伏
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
が
、

事
件
に
か
か
わ
っ
た
回
答
者
は
太
山
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
懺
悔
が
一
般
的
に
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

四
、
流
血
す
る
拝
法

道
教
の
自
搏
と
仏
教
の
自
僕
に
つ
い
て
、
楊
聯
陞
は
「
二
つ
の
行
方
は
思
想
的
に
も
形
式
的
に
も
関
連
し
た
苦
行
法
で
、
自
僕

と
自
搏
の
影
響
を
受
け
て
で
き
あ
が
っ
た
」
と
し
た

A
a
B

。
胡
適
は
「
仏
教
の
自
撲
は
自
己
が
匐
伏
す
る
こ
と
で
、
泥
面
に
頬
を
打
つ

苦
行
法
で
は
な
く
、
楊
聯
陞
の
引
く
道
教
の
自
搏
の
用
例
は
同
義
に
解
釈
で
き
な
い
」
と
評
論
を
加
え
、
こ
れ
に
対
し
て
楊
聯
陞

は
あ
ら
た
め
て
論
を
展
開
し
た

A
b
B

。

吉
岡
義
豊
は
、
新
た
に
六
朝
時
代
訳
出
の
九
種
の
仏
教
経
典
と
道
教
経
典
の
用
例
を
新
資
料
と
し
て
、
楊
聯
陞
の
説
を
批
判
し

た

A
c
B

。
成
瀬
隆
純
は
唐
代
の
浄
土
教
祖
師
た
ち
の
「
自
撲
懺
悔
」
受
容
の
解
明
を
試
み
、
浄
土
教
研
究
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
問
題

提
起
を
し
た

A
d
B

。
上
記
の
論
考
を
基
に
、
論
者
自
身
も
五
体
投
地
と
自
撲
を
整
理
し
た

A
e
B

。
ま
た
、
遠
藤
純
祐
は
『
占
察
經
』
と
の
関

係
で
、「
如
太
山
崩
」
に
つ
い
て
述
べ
る

A
f
B

。
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如
太
山
崩
と
言
わ
れ
る
拝
法
は
、「
山
が
崩
れ
る
」
よ
う
に
身
体
を
な
げ
う
つ
自
虐
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。
五
輪
（
頭
・
両
手
・
両
足
）

が
ど
う
地
に
触
れ
る
か
に
関
係
な
く
、
歓
喜
や
悲
嘆
、
或
い
は
懺
悔
の
た
め
に
、
自
己
の
身
体
を
大
地
に
擲
っ
た
こ
と
が
解
る
。

ま
た
、
道
教
経
典
に
も
同
等
な
行
為
が
見
ら
れ
る
。『
太
上
洞
玄
靈
寳
業
報
因
緣
經
』（
Ｓ
Ｎ
三
三
六
）
に
は
、

今
日
道
場
大
衆
、各
發
至
誠
、於
我
御
前
、發
露
懺
悔
、卽
得
高
眞
垂
憫
、衆
聖
哀
憐
、汝
等
九
祖
以
來
、無
量
罪
業
、五
體
投
地
、

如
泰
山
崩
、
拜
諸
上
聖
、
萬
罪
消
滅
。（
巻
三
、九
ａ
）

と
あ
る
。
先
祖
か
ら
の
罪
業
を
消
滅
す
る
た
め
の
懺
悔
の
方
法
で
あ
り
、
仏
教
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
。

別
に
『
太
上
大
道
玉
清
經
』（
Ｓ
Ｎ
一
三
一
二
）
の
「
自
撲
」
に
関
す
る
記
述
で
は
、

爾
時
諸
戎
、
重
覩
浮
雲
之
上
、
大
悲
天
尊
、
威
儀
侍
従
、
大
驚
恐
、
自
拔
頭
髪
、
悔
過
責
己
、
劈
其
準
、
遍
體
流
血
、
踊
身
自
撲
、

猶
如
山
崩
、
覩
此
希
有
、
求
欲
捨
眼
、
焼
身
破
骨
、
以
爲
供
養
（
巻
七
、一
四
ａ
）

と
あ
り
。
ま
た
同
経
に
は
、

爾
時
天
尊
、
説
此
經
已
、
五
百
外
道
、
柯
葉
惟
等
、
悉
捨
邪
法
、
肉
袒
求
哀
、
從
道
出
家
、
欲
求
濟
度
、
悔
過
自
責
、
遍
體
血
流
、

拔
除
鬢
髮
、
如
鳥
鎩
翮
、
踊
身
自
撲
、
猶
如
山
崩
（
巻
一
〇
、二
九
ｂ
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
外
道
（
つ
ま
り
仏
教
）
の
所
作
と
語
ら
れ
る
が
、
流
血
し
な
が
ら
の
激
し
い
懺
悔
の
姿
は
「
如
太
山
崩
」
と
同
じ
行

為
で
あ
る

A
g
B

。

懺
悔
は
『
四
分
律
比
丘
戒
本
』
に
「
若
自
知
有
犯
者
、
卽
應
自
懺
悔
」（
大
正
蔵
巻
二
二
、四
七
七
ｃ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
犯
戒
に
対

し
て
過
非
を
悔
い
改
め
、
再
犯
し
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
必
ず
し
も
肉
体
的
苦
痛
は
必
要
な
い

A
h
B

。

早
い
時
期
か
ら
い
き
な
り
流
血
を
と
も
な
う
よ
う
な
過
激
な
拝
礼
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
仏
に
対
す
る
歓

喜
や
、
死
に
対
す
る
悲
嘆
の
極
ま
っ
た
感
情
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
過
激
な
懺
悔
の
意
味
で
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

五
世
紀
以
降
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
種
の
過
激
な
懺
悔
が
登
場
す
る
に
は
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
中
国
的
な
行
為
が
展
開
し
た
と
考
え
る
。
懺
悔
の
苦
行
を
受
け

入
れ
る
素
地
は
、
中
国
の
伝
統
的
礼
法
を
想
定
で
き
る
。
体
を
大
地
に
投
げ
出
す
動
作
で
、
頭
額
を
強
く
ぶ
つ
け
れ
ば
当
然
血
が

流
れ
る
。
こ
れ
は
頓
首
の
姿
で
あ
る
。
頓
首
は
、先
ず
跪
い
て
手
を
拱
し
て
、胸
の
前
に
両
手
を
重
ね
合
わ
せ
た
ま
ま
頭
を
下
ろ
し
、

頭
額
を
急
激
に
地
を
叩
く
拝
法
で
あ
る
。
こ
の
原
形
は
「
頭
額
を
物
に
激
突
さ
せ
自
殺
す
る
」
と
い
う
特
殊
な
習
俗
に
よ
る
。

こ
の
拝
法
は
元
も
と
凶
礼
に
用
い
ら
れ
、
近
親
や
主
長
の
死
に
あ
た
っ
て
、
哭
泣
悲
哀
し
て
殉
死
を
図
る
こ
と
を
象
徴
し
て
お

り
、
自
ら
の
死
を
も
っ
て
罪
を
請
い
哀
訴
嘆
願
し
た
。
こ
の
文
体
は
上
奏
文
の
末
尾
に
畏
敬
を
表
す
常
套
句
と
も
な
っ
た

A
i
B

。

ま
た
、
頓
首
は
「
顙
」
あ
る
い
は
「
稽
顙
」
と
も
言
わ
れ
、
後
漢
時
代
以
降
は
叩
頭
と
も
称
さ
れ
長
く
存
続
し
た
。
叩
頭
に
よ

り
流
血
す
る
事
例
は
、『
史
記
』
巻
一
二
六
（
滑
稽
列
傳
・
西
門
豹
傳
）
に
「
叩
頭
し
て
且
つ
破
り
、
額
血
は
地
に
流
れ
、
色
は
死
灰

の
如
し
」
と
あ
り
史
書
の
中
に
は
し
ば
し
ば
現
れ
る

A
j
B

。

道
教
で
も
、叩
頭
が
宗
教
的
拝
礼
で
多
く
用
い
ら
れ
た
。『
太
平
經
』（
Ｓ
Ｎ
一
一
〇
一
）で
は
、「
叩
頭
自
搏
而
啼
鳴
」（
巻
一
一
一
、七
ｂ
）

や
「
迎
醫
解
除
、常
垂
涕
而
言
、謝
過
於
天
、自
搏
求
哀
、叩
頭
於
地
、不
避
瓦
石
泥
塗
之
中
、輒
得
令
父
母
平
安
」（
巻
一
一
四
、一
ｂ
）

な
ど
の
記
載
が
あ
る
。

ま
た
、『
洞
玄
靈
寳
長
夜
之
府
玉
匱
明
眞
科
』（
Ｓ
Ｎ
一
四
一
一
）
に
は
、「
東
九
拜
言
…
…
畢
脱
巾
叩
頭
自
搏
、
各
八
十
一
過
止
」

（
一
七
ｂ
～
一
八
ａ
）、「
次
南
向
三
拜
言
…
…
畢
叩
頭
搏
頰
、
各
二
十
七
過
止
」（
一
八
ａ
～
一
九
ｂ
）、「
次
西
向
七
拜
言
…
…
畢
叩
頭

自
搏
、
各
六
十
三
過
止
」（
一
九
ａ
～
ｂ
紙
）、「
次
北
向
五
拜
言
…
…
畢
叩
頭
搏
頰
、
各
四
十
五
過
止
」（
一
九
ｂ
～
二
〇
ａ
）、「
次
東

北
向
一
拜
言
…
…
畢
叩
頭
搏
頰
、各
九
過
止
」（
二
〇
ａ
～
ｂ
）、「
次
向
東
南
一
拜
言
…
…
畢
叩
頭
搏
頰
、各
九
過
止
」（
二
一
紙
）、「
次

向
西
南
一
拜
言
…
…
畢
叩
頭
搏
頰
、各
九
過
止
」（
二
一
ａ
～
ｂ
）、「
次
向
西
北
一
拜
言
…
…
畢
叩
頭
搏
頰
、各
九
過
止
」（
二
二
ａ
～
ｂ
）

「
次
向
上
方
三
十
一
拜
言
…
…
畢
叩
頭
自
搏
、各
二
百
八
十
八
過
止
」（
二
二
ｂ
～
二
三
ｂ
）、「
次
向
下
方
十
二
拜
言
…
…
畢
叩
頭
自
搏
、

各
百
二
十
過
止
」（
二
三
ｂ
～
二
四
ａ
）
と
、
十
方
（
四
方
・
四
維
と
上
・
下
）
に
対
す
る
拝
礼
が
書
か
れ
る
。
各
方
向
に
帰
命
を
誓
う
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言
葉
を
言
い
終
わ
っ
た
後
に
、「
叩
頭
自
搏
」
や
「
叩
頭
搏
頰
」
を
す
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
老
君
音
誦
誡
經
』（
Ｓ
Ｎ

七
八
五
）
で
は
、「
辰
巳
之
日
、
天
清
明
、
夜
半
北
向
懺
過
、
向
天
地
叩
頭
百
下
、
三
十
六
搏
頰
、
三
過
三
百
下
、
以
爲
常
則
」（
八
ｂ
）

と
書
か
れ
る
。

陸
修
靜
の
『
洞
玄
靈
寳
五
感
文
』（
Ｓ
Ｎ
一
二
七
八
）
の
塗
炭
斎

A
k
B

に
つ
い
て
の
記
述
に
「
又
三
元
塗
炭
齋
、
…
…
法
於
露
地
立
壇
、

安
欄
格
、
齋
人
皆
結
同
氣
賢
者
、
悉
以
黄
土
泥
額
、
被
髪
繋
著
欄
格
、
反
手
自
搏
、
口
中
銜
璧
、
覆
臥
於
地
、
開
兩
脚
相
去
三
尺
、

叩
頭
懺
謝
」（
七
ｂ
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
額
に
黄
土
を
塗
り
、
儀
礼
壇
に
髪
を
縛
っ
て
、
逆
手
で
自
博
し
、
口
に
玉
を
含
み
、
大

地
に
横
臥
し
、
両
足
を
開
い
て
叩
頭
す
る
と
言
う
非
常
に
自
己
毀
損
的
な
懺
悔
で
あ
る
。

『
眞
誥
』（
Ｓ
Ｎ
一
〇
一
六
）
に
「
陸
（
修
靜
）
聞
之
、
於
是
心
開
意
悟
、
因
叩
頭
自
搏
」（
巻
一
四
、一
一
ａ
）、「
乃
叩
頭
流
血
、
涕
涙

公
連
、
悲
喜
自
搏
、
就
之
請
道
」（
巻
五
、六
ａ
）
と
あ
り
、
後
者
は
叩
頭
に
よ
る
流
血
を
と
も
な
う
記
述
で
あ
る
。
叩
頭
が
単
独
で

も
宗
教
的
拝
礼
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
叔
期
知
是
神
人
、
因
拜
叩
頭
、
就
請
要
訣
」（
巻
五
、一
〇
ａ
）、「
朝
朝
朝
拜
、
叩
頭
求
乞
長
生
」

（
巻
七
、七
ｂ
）、「
仍
向
室
拜
叩
頭
訖
」（
巻
一
八
、一
四
ｂ
）、「
併
手
口
顙
」（
巻
一
〇
、九
ａ
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
自
己
毀
損
を
と
も
な
っ

て
い
た
。

常
な
ら
ざ
る
行
為
を
示
し
、
自
ら
の
身
体
を
象
徴
的
に
供
犠
と
し
て
祈
る
姿
は
、『
呂
氏
春
秋
』（
順
民
）
の
「
是
に
お
い
て
其

の
髪
を
翦
り
、
そ
の
手
を�

し
て
、
身
を
犠
牲
と
な
し
」
と
、
殷
の
湯
王
が
干
魃
に
際
し
て
天
に
祈
禱
し
た
故
事
に
も
表
さ
れ
て

い
る

A
l
B

。
髪
の
毛
を
ザ
ン
バ
ラ
に
し
た
り
、
毀
損
す
る
こ
と
の
解
釈
は
多
岐
に
わ
た
る
が

A
m
B

、
上
記
の
故
事
は
罪
人
の
姿
を
と
り
、
贖

罪
を
祈
願
す
る
と
考
え
る
。
泰
山
が
崩
れ
る
よ
う
な
過
激
な
拝
法
は
、
従
前
か
ら
あ
っ
た
罪
人
を
か
た
ど
っ
て
、
天
の
許
し
を
願

う
と
い
っ
た
一
連
行
為
が
受
け
皿
と
な
り
、
仏
教
や
道
教
の
儀
礼
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
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五
、
泰
山
崩
壊
と
疑
偽
経
典

泰
山
は
天
と
地
を
繋
ぐ
場
所
で
、不
動
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、古
く
は
『
禮
記
』
檀
弓
上
に
「
泰
山
そ
れ
頽く
ず

れ
る
か
、

梁
木
壊
れ
る
か
、
哲
人
そ
れ
萎
れ
る
か
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
比
喩
的
な
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、「
太
山
が
崩
れ
る
」
可
能
性
を
示

唆
し
て
い
る
。
ま
た
、『
洛
書
摘
六
辟
』
に
は
「
太
白
主
心
、
太
山
崩
、
後
九
年
大
飢
」
と
あ
る

A
n
B

。
こ
の
「
山
崩
れ
に
よ
り
農
業
被

害
等
が
拡
が
り
、
食
糧
危
機
が
お
こ
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
現
実
の
反
映
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

泰
山
崩
落
の
記
述
は
、
歴
史
書
（
正
史
）
の
中
に
も
残
さ
れ
る
。

『
晋
書
』（
巻
二
十
九
・
五
行
志
）
に
は
、

〔
晋
の
泰
始
〕
四
年
（
二
六
八
）
七
月
、
泰
山
崩
墜
三
里
、
京
房
易
傳
曰
「
自
上
下
者
爲
崩
、
厥
應
泰
山
之
石
顚
而
下
、
聖
王

受
命
人
君
虜
」、
及
帝
晏
駕
、
而
祿
去
王
室
、
惠
皇
懦
弱
、
懐
・
愍
二
帝
倶
辱
虜
庭
、
淪
胥
於
北
、
元
帝
中
興
於
南
、
此
其
應
也
。

と
あ
る
。
こ
の
二
六
八
年
七
月
の
地
震
に
よ
る
泰
山
崩
落
の
記
録
は
、『
宋
書
』（
巻
三
十
四
・
五
行
下
）
に
も
同
じ
記
事
が
あ
る
。

こ
の
時
期
、
太
行
山
も
崩
れ
た
よ
う
で
、
前
二
書
と
も
「
魏
元
帝
咸
煕
二
年
（
二
六
五
）
二
月
、
太
行
山
崩
、
此
魏
亡
之
徵
也
。

其
冬
晉
有
天
下
」
や
、「
武
帝
泰
始
三
年
（
二
六
七
）
三
月
戊
午　

大
石
山
（『
宋
書
』
で
は
太
行
山
）
崩
」
と
あ
る
。
ど
う
も
泰
山
を

取
り
巻
く
山
々
で
も
群
発
地
震
が
発
生
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
約
二
百
五
十
年
後
、
ま
た
も
や
山
や
ま
の
崩
壊
は
繰
り
返
さ
れ
た
。『
魏
書
』
巻
一
一
二
上
、
靈
徵
志
に
よ
れ
ば
、

景
明
元
年
（
五
〇
〇
）
の
太
陰
山
、
同
四
年
（
五
〇
三
）
と
正
始
元
年
（
五
〇
四
）
の
恒
山
崩
落
に
続
き
、
永
平
四
年
（
五
一
一
）
に
は

太
行
山
脈
沿
い
に
群
発
地
震
が
発
生
し
た

A
o
B

。

同
書
に
は
、
延
昌
三
年
（
五
一
四
）
に
は
、
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延
昌
三
年
八
月
辛
巳
、兗
州
上
言
、泰
山
崩
、頽
石
湧
泉
十
七
處
。
泰
山
帝
王
告
成
封
禪
之
所
也
。
而
山
崩
泉
湧
、陽
黜
而
陰
盛
、

岱
又
齊
地
也
。
天
意
若
曰
、
受
禪
譲
者
、
齊
代
魏
之
徵
也
。

と
記
述
さ
れ
る
。「
石
が
頽
れ
（
十
八
カ
所
で
）
泉
が
湧
く
」「
山
が
崩
れ
、
泉
が
湧
く
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
震
災
で
あ
っ

た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

観
念
的
に
は
崩
壊
し
な
い
泰
山
で
あ
っ
て
も
、
現
実
的
に
は
地
震
で
崩
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
自
然
現
象
と
し

て
で
は
な
く
、
天
の
く
だ
す
災
異
と
感
じ
て
い
た
。

し
か
も
、
う
ち
続
く
地
震
と
相
俟
っ
て
、
人
間
や
家
畜
、
農
作
物
の
損
害
、
二
次
災
害
、
疫
病
の
流
行
も
あ
っ
た
。
人
び
と
は

恐
怖
を
懐
く
と
と
も
に
厭
世
的
感
情
や
、
現
状
の
改
変
を
希
求
す
る
願
望
を
持
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
泰
山
崩
壊
は
、

天
地
崩
壊
の
前
兆
と
し
て
、
こ
の
世
の
終
末
を
予
感
し
た
と
も
言
え
る
。
崩
壊
に
よ
り
、
冥
界
と
の
出
入
り
口
が
壊
れ
、
忌
む
べ

き
者
が
現
世
に
流
入
し
て
く
る
と
い
う
事
も
信
じ
ら
れ
た
。。

敦
煌
出
土
の
非
常
に
短
い
経
典
の
『
勸
善
經
』
は
、
三
十
点
近
く
発
見
さ
れ
て
い
る
。

ス
タ
イ
ン
本
は
、

勅
左
丞
相
賈
。
恍
頒
下
諸
州
善
之
衆
生
。
毎
日
念
阿
彌
陀
佛
一
千
。
□
斷
惡
行
善
。
今
年
大
熱
無
人
収
苅
。
有
數
衆
病
死
。

第
一
瘧
病
死
。
第
二
天
行
病

A
p
B

死
。
第
三
白
痢
病
死
。
第
四
赤
眼
病
死
。
第
五
人
産
病
死
。
第
六
水
痢
病
死
。
第
七
風
病
死
。

今
勸
衆
生
寫
此
經
免
一
門
難
。
寫
本
六
親
。
見
此
經
不
寫
者
滅
門
。
門
上
榜
之
得
過
此
難
。
無
福
者
不
可
得
見
此
經
。
其
經

從
南
來
。
正
月
八
日
雷
電
霹
靂
。
空
中
有
一
童
子
。
年
四
歳
。
又
見
一
老
人
在
路
中
。
見
一
蛇
身
萬
尺
。
人
頭
鳥
□
遂
呼
老

人
曰
。
爲
太
山
崩
。
要
女
人
萬
萬
衆
須
得
片
萬
萬
願
著
病
難
差
。
寫
此
經
者
得
免
此
難
。
不
信
者
但
看
四
月
一
日
三
家
使
一

牛
五
男
同
一
婦
僧
尼
巡
門
難
。
寫
此
經
流
傳
聖
人
眞
言
。
若
袚
？
風
？
却
不
免
難
。
相
勸
阿
彌
陀
佛
不
久
見
太
平
時
。（
Ｓ

四
一
七　

大
正
蔵
巻
八
十
五
、一
四
六
二
ａ
）
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と
あ
る
。

ペ
リ
オ
本
は
、

勅 
左
丞
相
賈
耽
（
七
三
〇
～
八
〇
五
）、
恍
頒
下
諸
州
普
勸
衆
生
、
毎
日
念
阿
彌
陀
佛
一
千
、
□
斷
惡
行
善
。
今
年
大
熱
無
人

之
収
苅
、
有
數
病
死
第
一
瘧
病
死
、
第
二
天
行
病
死
、
第
三
赤
白
痢
病
死
、
第
四
赤
眼
病
死
、
第
五
人
産
病
死
、
第
六
水
痢

病
死
、
第
七
風
病
死
。
今
勸
衆
生
寫
此
經
免
一
本
一
門
難
。
寫
兩
本
免
六
親
。
見
此
經
不
寫
者
滅
門
。
門
上
榜
之
得
過
此
難
。

無

者
不
可
得
見
此
經
、
從
南
來
。
正
月
八
日
雷
電
霹
靂
、
空
中
有
一
童
子
、
年
四
歳
。
又
見
一
老
人
在
中
、
見
一
蛇
身
萬

尺
人
頭
鳥
足
。
遂
呼
老
人
曰
、
爲
太
山
崩
、
要
女
人
萬
萬
衆
、
須
得
牛
萬
萬
頭
、
願
著
病
難
差
。
寫
此
經
者
得
免
此
難
。
不

信
者
但
看
四
月
一
日
、三
家
使
一
牛
五
男（
易
）同
一
婦
僧
尼
巡
門
。
勸
寫
此
經
流
傳
、若
卒
風
却
不
免
此
難
。
聖
人
流
傳
眞
言
、

報
諸
衆
生
。
莫
信
邪
言
見
聞
者
、
逓
相
勸
念
阿
彌
陀
佛
、
不
久
卽
見
太
平
時
。
貞
元
十
九
年
（
八
〇
三
）
甲
申
歳
正
月
廿
三
日

〔
貞
元
甲
申
は
二
十
年
（
八
〇
四
）〕（
Ｐ
二
六
五
〇　

牧
田
諦
亮
『
疑
經
研
究
』
七
七
頁
、
読
点
は
論
者
）

と
あ
る
。

こ
の
経
典
は
厄
除
け
の
護
符
の
役
割
を
は
た
し
た
よ
う
で
あ
る
。
民
間
神
の
混
入
も
見
ら
れ
、
写
経
の
重
要
性
と
家
族
内
の
利

益
を
説
き
、
念
仏
も
重
視
さ
れ
る
。

別
に
、
五
世
紀
後
半
以
降
流
布
し
た
と
思
わ
れ
る
『
仏
図
棠
所
化
經
』
と
い
う
経
典
が
あ
り
、

（
北
魏
）
和
平
四
年
（
四
六
三
）
正
月
一
日
、
河
内
郡
温
県
（
黄
河
の
北
岸
）
の
劉
起
之
ら
十
五
人
ば
か
り
の
者
が
木
材
の
切
り
出

し
に
山
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
に
わ
か
に
空
模
様
が
お
か
し
く
な
っ
て
、
つ
む
じ
風
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
そ
の
激
し
さ
に
何
が

何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
道
に
迷
い
、
山
中
で
風
の
止
む
の
を
待
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
急
に
太
陽
が
顔
を
出
し
て
、
あ
た
り
が
明
る
く
な
る
や
、
一
羽
の
鴻お
お
と
り鵠
が
西
南
の
方
角
か
ら
飛
来
し
て
き
て
地

上
に
舞
い
降
り
た
。
と
、
見
る
間
に
、
化
身
し
て
一
人
の
老
人
と
な
っ
た
。
そ
の
老
人
は
手
に
九
節
の
杖
を
も
ち
、
口
を
開
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い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
た
。

「
私
し
は
仏
図
棠
で
あ
る
ぞ
。
わ
し
が
や
っ
て
来
た
の
は
、
お
前
た
ち
に
〔
こ
れ
か
ら
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
〕
罪
福
の

こ
と
を
教
え
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
じ
ゃ
。
実
は
泰
山
の
東
門
が
崩
れ
た
た
め
、
泰
山
で
は
〔
泰
山
の
神
が
〕
鬼
兵

千
九
百
万
人
（
？
）
に
赤
い
棒
と
赤
い
縄
を
持
た
せ
て
こ
の
世
に
遣
わ
し
、こ
の
世
の
九
万
男
女
三
十
万
人
（
？
）
を
捕
ま
え
て
、

東
門
の
修
復
工
事
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
る
。
ま
た
十
千
九
万
人
の
女
た
ち
に
は
〔
鬼
た
ち
の
〕
袍ほ
う
お
く襖
を
繕
わ
せ
よ
う
と
目

論
ん
で
お
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
世
で
は
こ
れ
か
ら
毒
腫
の
病
が
流
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
病
気
に
罹
る
と
十
人
の
う
ち
九

人
は
死
ぬ
と
い
う
疫
病
で
、〔
家
柄
な
ど
に
関
係
な
く
〕
ど
ん
な
家
に
も
降
り
か
か
っ
て
く
る
ぞ
」。

「
そ
こ
で
お
前
た
ち
は
〔
こ
の
毒
腫
の
病
を
防
ぐ
た
め
に
〕
す
ぐ
さ
ま
福
（
善
行
）
を
積
ん
で
、
度ど
　
せ
い世
（
救
済
）
を
得
る
よ
う
に

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
村
の
大
小
に
従
い
、
三
家
五
家
ご
と
に
集
ま
っ
て
〝
龍り
ゆ
う
こ虎
舌ぜ
つ
へ
い餅
〟
を
作
り
、
一
人
に
つ
き

各
お
の
七
枚
を
食
す
る
が
よ
い
。
ま
た
一
日
一
回
か
な
ら
ず
転て
ん
き
よ
う
經
（
読
経
）
し
行
道
し
、
度
世
を
得
る
よ
う
に
せ
よ
。
も
し

わ
し
の
言
う
こ
と
を
誹
謗
し
て
信
じ
な
い
者
は
、必
ず
災
難
が
降
り
か
か
り
、黄
病
疫
病
に
と
り
つ
か
れ
て
、七
～
八
ヶ
月（
？
）

苦
し
み
続
け
、
そ
れ
で
も
決
し
て
度
世
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
覚
悟
し
て
お
け
」。

「〔
こ
の
仏
図
棠
の
お
告
げ
に
従
っ
て
〕
男
も
女
も
老
い
も
若
き
も
、
皆
こ
の
經
（
お
告
げ
）
を
各
自
書
き
写
し
て
、
一
通
は
い

つ
も
身
に
つ
け
る
（
？
）
よ
う
に
し
、ま
た
〔
他
の
一
通
は
？
〕
近
隣
の
人
に
与
え
よ
。
そ
う
す
れ
ば
殃わ
ざ
わ
い禍
は
降
り
か
か
ら
ず
、

寿
命
は
延
び
、
悩
み
苦
し
み
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
經
を
見
て
書
き
写
し
た
者
は
そ
の
人
自
身
に
福
が
あ
る
が
、

見
る
だ
け
で
書
き
写
さ
な
い
者
は
生
き
て
い
る
間
じ
ゅ
う
長
患
い
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
ま
た
書
き
写
し
て
も
他
の
人
に

伝
え
な
い
者
は
、
一
門
死
滅
の
憂
き
目
に
会
お
う
。
こ
の
經
を
見
た
者
は
〔
以
上
の
こ
と
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
〕
速
や
か
に

通
読
せ
よ
」。
如
律
令
令

A
q
B

と
記
述
す
る
。
こ
の
『
仏
図
棠
所
化
經
』
は
、
仏
教
に
道
教
や
民
間
信
仰
が
混
入
し
た
最
た
る
経
典
と
言
え
よ
う
。
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六
、
結　

び

泰
山
は
地
獄
に
最
も
近
い
概
念
と
し
て
、
地
獄
の
漢
訳
語
と
し
て
定
着
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
仏
教
経
典
に
泰
山
地
獄
が
登
場

す
る
。
そ
れ
に
倣
っ
て
道
教
経
典
に
も
同
等
な
意
味
で
記
述
さ
れ
、
新
た
な
地
獄
の
概
念
が
移
入
さ
れ
た
。

唐
代
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
追
善
や
餘
修
（
生
前
法
事
）
の
十
王
法
事
が
あ
る
。
こ
の
十
王
儀
礼
は
、
仏
教
の
七
日
ご

と
七
回
の
生
と
死
を
繰
り
返
し
流
転
す
る
過
程
と
、
中
国
の
葬
送
習
俗
で
あ
る
卒
哭
（
百
日
忌
）、
小
祥
（
一
周
忌
）
と
大
祥
（
三
回
忌
）

が
習
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
泰
山
王
が
満
中
陰
（
四
十
九
日
忌
）
の
冥
王
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
追
善
法
事
の
成
立
に
重
要
な
意

味
を
持
つ
と
考
え
る
。

泰
山
が
地
獄
の
意
味
で
使
わ
れ
た
と
し
て
も
、「
如
泰
山
崩
」
と
い
っ
た
拝
法
は
ど
う
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
拝

法
は
「
罪
人
を
模
っ
て
罪
の
許
し
を
得
る
」
と
い
う
複
雑
な
中
国
の
礼
法
が
根
底
に
あ
る
。
形
式
的
な
い
し
実
際
的
な
自
己
毀
損

が
懺
悔
や
祈
願
へ
と
発
展
し
た
。

古
文
書
に
現
れ
る
泰
山
で
の
地
震
の
記
録
は
、『
竹
書
紀
年
』
に
「
夏
王
發
七
年
（
紀
元
前
一
八
三
一
年
）
陟
、
泰
山
震
」
が
最
初

だ
と
い
う

A
r
B

。
ま
た
、
泰
山
が
崩
壊
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
正
史
に
記
述
さ
れ
、
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ

の
自
然
災
害
は
、
人
的
被
害
や
農
畜
産
物
被
害
を
引
き
起
こ
し
、
疫
病
な
ど
も
流
行
し
た
。
そ
の
救
済
の
た
め
に
、
護
符
に
近
い

疑
偽
経
典
が
創
ら
れ
て
民
衆
に
広
ま
っ
た
。

泰
山
は
中
国
人
の
中
で
認
知
度
が
高
く
、
宗
教
指
導
者
や
民
衆
に
と
っ
て
は
理
解
し
や
す
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
多
岐
に
わ
た
る

習
俗
を
形
成
し
中
国
撰
述
経
典
（
疑
偽
経
典
）
が
創
作
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
経
典
群
は
、
本
来
の
仏
教
教
理
と
は
異
な
る
が
、
民
衆

に
大
き
な
影
響
を
残
し
た
。
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註（
１
）
東
岳
・
泰
山
、
南
岳
・
衡
山
、
西
岳
・
華
山
、
北
岳
・
恒
山
、
中
岳
・
嵩
山
。

（
２
）
天
命
を
受
け
た
皇
帝
が
、
泰
山
の
頂
に
天
を
祭
る
の
が
「
封
」、
麓
の
小
丘
梁
父
で
地
を
祭
る
の
が
「
禅
」
で
あ
り
、
王
朝
国
家
の
成
立
と
永

続
を
祝
福
す
る
。
秦
・ 

始
皇
帝
以
前
に
は
七
十
二
人
の
帝
王
が
こ
の
儀
式
を
行
っ
た
と
『
史
記
』
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

そ
の
歴
史
は
三

皇
五
帝
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
の
を
最
初
と
し
て
い
る
が
、
伝
説
の
時
代
で
あ
る
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
確
実
に
は
秦
の
始
皇
帝
が

最
初
で
、
前
漢
の
武
帝
、
後
漢
の
光
武
帝
、
唐
の
玄
宗
な
ど
が
実
施
し
た
。

（
３
）『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（
大
正
蔵
№
一
五
五
八　

巻
二
九
）、
地
獄
を
め
ぐ
る
宇
宙
観
は
同
書
巻
一
一
に
詳
し
い
。

（
４
）
澤
田
瑞
穂
『
中
国
の
泰
山
』（
講
談
社
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。

（
５
）
訳
文
は
『
全
訳
六
度
集
経
』（
六
度
集
経
研
究
会
訳
、
法
蔵
館
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
考
に
し
た
（
以
下
同
じ
）。

地
獄
を
化
作
し
て
、
菩
薩
の
前
に
出
現
さ
せ
て
、「
布
施
を
し
て
衆
生
を
救
済
し
て
も
、
命
が
終
わ
る
と
魂
霊
は
太
山
地
獄
に
入
る
。
焼
か
れ

煮
ら
れ
て
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
味
あ
う
こ
と
と
に
な
る
。
施
し
を
行
っ
て
も
害
を
受
け
る
の
だ
。
あ
な
た
は
そ
れ
で
も
恵
み
を
施
す
の
か
」

と
言
っ
た
。
菩
薩
は
、「
ど
う
し
て
徳
を
施
し
て
太
山
地
獄
に
入
る
者
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
と
答
え
た
」。

（
６
）
罪
人
は
「
私
は
昔
、
生
き
て
い
た
と
き
に
、
家
を
空
っ
ぽ
に
し
て
困
窮
し
て
い
る
人
を
救
済
し
、
多
く
の
苦
し
み
か
ら
救
い
出
し
た
。
今
は

重
い
罪
を
受
け
て
太
山
（
地
）
獄
に
い
る
の
だ
」
と
言
っ
た
。

（
７
）
帝
釈
天
は
聖
な
る
志
を
聞
き
、
後
ず
さ
り
を
し
て
頭
を
地
に
叩
き
つ
け
て
言
っ
た
。「
本
当
は
布
施
を
し
て
衆
生
を
慈
し
み
救
済
し
て
、
そ
の

結
果
、
福
か
ら
遠
ざ
か
り
禍
い
を
受
け
て
太
山
（
地
）
獄
に
入
る
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
」。

（
８
）（
王
は
）
近
臣
に
命
じ
て
「
あ
な
た
は
す
ぐ
さ
ま
私
を
殺
し
、骨
髄
の
重
さ
を
計
り
、鳩
の
重
さ
と
等
し
く
さ
せ
な
さ
い
。
私
は
諸
仏
を
奉
り
、

真
実
の
重
い
戒
を
受
け
、
衆
生
の
危
難
を
救
お
う
と
思
っ
て
い
る
。
多
く
の
邪
な
る
も
の
に
よ
る
悩
み
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
よ
風
の
よ

う
な
も
の
だ
。
ど
う
し
て
太
山
を
動
か
す
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
」
と
言
っ
た
。

（
９
）
帝
釈
天
は
重
い
毒
を
抱
き
持
ち
、
悪
行
が
熟
し
て
罪
が
決
ま
り
、
太
山
（
地
獄
）
に
生
ま
れ
た
。
天
・
人
・
龍
・
鬼
ら
は
皆
、
そ
れ
を
ほ
め

た
た
え
た
。

（
10
）
婆
羅
門
た
ち
は
答
え
た
。「
太
子
の
高
徳
の
輝
き
は
、
あ
ま
ね
く
八
方
に
行
き
渡
り
、
上
は
天
上
世
界
に
お
よ
び
、
下
は
地
下
世
界
に
い
た
り
、
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そ
の
高
大
な
さ
ま
は
太
山
の
よ
う
で
あ
り
、
賛
嘆
し
な
い
者
は
お
り
ま
せ
ん
」。

（
11
）
婆
羅
門
は
「
私
は
あ
ち
ら
か
ら
来
て
、
体
中
が
痛
み
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
と
て
も
空
腹
で
喉
が
渇
い
て
い
ま
す
。
太
子
は
輝
か
し
い

徳
の
香
り
を
放
ち
、
八
方
の
人
々
が
褒
め
た
た
え
て
い
ま
す
。
そ
の
高
大
な
徳
は
遠
く
ま
で
あ
ま
ね
く
照
ら
す
さ
ま
は
、
太
山
の
よ
う
で
す
」

と
答
え
た
。

（
12
）
仏
の
こ
の
上
な
い
誠
の
戒
め
を
捨
て
て
、
鬼
魅
の
偽
り
の
言
葉
を
信
じ
ま
し
た
。
酒
に
お
ぼ
れ
、
淫
ら
な
遊
び
に
ふ
け
り
、
あ
る
い
は
一
族

を
破
滅
さ
せ
る
ま
で
の
罪
を
犯
し
ま
し
た
。
あ
る
い
は
死
ん
で
か
ら
太
山
（
地
獄
）
に
入
り
、
そ
の
苦
し
み
は
数
限
り
な
く
、
生
き
返
っ
て

人
と
な
り
た
い
と
思
う
者
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
羽
の
な
い
鳥
が
天
に
飛
び
立
と
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

（
13
）仏
が
沙
門
た
ち
に
言
わ
れ
た
。「
そ
の
時
の
財
産
家
は
、今
の
私
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
の
放
蕩
者
は
、今
の
調
達
が
そ
れ
で
あ
る
。
鼠
に
よ
っ

て
富
を
な
し
た
者
は
、今
の
槃
特
比
丘
が
そ
れ
で
あ
る
。
調
達
は
、私
の
六
億
品
の
経
を
抱
き
持
っ
て
い
た
が
、言
葉
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
て
も
、

行
い
は
逆
ら
っ
て
い
て
、
死
ん
で
か
ら
は
太
山
地
獄
に
入
っ
た
。
槃
特
比
丘
は
、
私
の
わ
ず
か
一
つ
の
言
葉
を
大
切
に
抱
い
て
い
た
こ
と
で
、

悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
」。

（
14
）
菩
薩
は
「（
言
い
値
ど
お
り
の
百
万
で
）
大
い
に
結
構
だ
」
と
答
え
た
。
た
だ
ち
に
言
い
値
ど
お
り
に
買
い
、
鼈
す
つ
ぽ
んを
持
っ
て
家
に
帰
っ
た
。
そ

し
て
鼈
の
傷
を
洗
っ
て
手
当
て
を
し
、
水
辺
に
放
っ
た
。
鼈
が
泳
ぎ
去
る
の
を
見
て
、
菩
薩
は
涙
な
が
ら
に
喜
び
、
誓
願
し
て
「
太
山
（
地
獄
）

の
餓
鬼
や
衆
生
た
ち
、
こ
の
世
の
牢
獄
に
囚
わ
れ
た
者
た
ち
が
、
速
や
か
に
苦
難
を
免
れ
て
、
安
ら
か
に
身
命
を
全
う
で
き
る
こ
と
が
、
今

の
お
前
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。

（
15
）
し
か
し
、
衆
生
が
六
欲
に
飢
渇
え
る
さ
ま
は
、
あ
た
か
も
大
海
が
数
多
く
の
川
の
水
を
受
け
て
も
ま
だ
足
ら
な
い
の
と
同
じ
で
、
そ
の
た
め

に
し
ば
し
ば
太
山
（
地
獄
）
の
炎
熱
を
味
わ
い
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
あ
る
も
の
は
餓
鬼
道
に
堕
ち
、
溶
け

た
銅
を
口
に
流
し
込
ま
れ
、
太
山
（
地
獄
）
で
使
役
さ
れ
る
。
あ
る
も
の
は
畜
生
道
に
堕
ち
、
身
体
を
屠
ら
れ
割
か
れ
皮
を
剥
が
れ
、
死
ね

ば
更
に
刃
を
受
け
、
そ
の
苦
痛
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

（
16
）
寿
命
を
延
ば
し
た
と
し
て
も
、
福
が
尽
き
て
罪
報
が
訪
れ
、（
天
界
か
ら
）
降
り
太
山
（
地
獄
）・
餓
鬼
・
畜
生
の
世
界
に
入
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
苦
と
い
う
の
で
す
。

（
17
）
象
は
「
私
の
痛
み
は
耐
え
難
い
か
ら
、
速
や
か
に
牙
を
取
り
去
り
な
さ
い
。
私
の
心
を
乱
し
て
悪
念
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
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て
く
だ
さ
い
。
悪
事
を
思
念
す
る
者
は
、
死
ん
で
太
山
（
地
獄
）・
餓
鬼
・
畜
生
道
の
中
に
入
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
耐
え
忍
ん
で
慈
悲
を
行
い
、

悪
心
を
持
つ
者
が
や
っ
て
き
て
も
、
こ
ち
ら
は
善
心
で
対
応
す
る
こ
と
は
、
菩
薩
の
す
ぐ
れ
た
行
い
で
す
。
…
…
」
と
言
っ
た
。

（
18
）
し
か
し
、
行
幸
の
際
に
、
付
き
従
う
者
が
極
め
て
多
く
お
り
、
先
導
す
る
臣
下
た
ち
が
先
触
れ
を
行
っ
て
、
民
衆
を
恐
れ
さ
せ
た
と
い
う
咎

に
よ
っ
て
、
死
後
に
太
山
（
地
獄
）
に
入
り
、
身
体
を
焼
か
れ
た
り
煮
ら
れ
た
り
切
り
裂
か
れ
た
り
す
る
こ
と
が
、
六
万
年
に
も
及
び
ま
し
た
。

死
を
望
ん
で
も
か
な
え
ら
れ
ず
、
悲
痛
の
叫
び
を
上
げ
て
も
救
わ
れ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時
、
私
は
、
内
に
は
多
く
の
肉
親

が
お
り
、
外
に
は
臣
下
や
民
衆
が
い
て
、
資
財
は
何
億
も
の
車
に
載
せ
る
ほ
ど
多
く
あ
り
、
多
く
の
楽
し
み
は
極
ま
り
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ど
う
し
て
彼
ら
が
私
が
死
後
に
太
山
（
地
獄
）
に
入
り
、
身
体
を
焼
か
れ
た
り
煮
ら
れ
た
り
し
て
、
多
く
の
痛
み
を
味
わ
い
、
限
り
な
い
苦

し
み
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
が
生
き
て
い
た
と
き
の
栄
華
や
、
妻
子
や
臣
下
・
民
衆
た
ち
が
、
私
の
地
獄
の
苦

し
み
を
分
か
ち
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
地
獄
の
苦
し
み
は
測
り
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
を
思

い
出
す
た
び
に
心
は
悼
み
、
骨
に
激
痛
が
走
り
、、
身
体
か
ら
は
冷
や
汗
が
流
れ
、
身
の
毛
も
よ
だ
ち
ま
す
。
言
葉
が
自
分
の
口
か
ら
出
る
と

禍
い
が
や
っ
て
来
ま
す
。
禍
い
は
自
分
を
追
い
か
け
て
き
て
影
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
う
の
で
言
葉
を
発
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
ま
た
過

去
世
の
よ
う
に
咎
を
得
る
こ
と
を
恐
れ
て
お
り
ま
し
た
。
太
山
（
地
獄
）
の
苦
し
み
は
、
二
度
と
味
わ
う
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

私
は
舌
を
縮
め
て
、
言
葉
を
発
し
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
十
三
年
た
っ
た
と
き
、
妖
し
げ
な
導
師
（
婆
羅
門
）
が
大
王
に

私
を
生
き
埋
め
に
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
私
は
、
大
王
が
私
を
惨
殺
す
る
こ
と
で
、
太
山
（
地
獄
）
に
堕
ち
る
咎
を
得
る
こ
と
に
な
る
の

を
忘
れ
て
、
や
む
を
得
ず
一
言
、
言
葉
を
発
し
た
の
で
す
。

（
19
）
仏
は
沙
門
た
ち
に
言
わ
れ
た
。「
彌
蘭
と
は
私
自
身
が
こ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、私
が
（
仏
・
法
・
僧
の
）
三
尊
を
信
奉
し
て
い
な
か
っ

た
時
、
愚
か
に
も
邪
な
教
え
を
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
母
親
が
新
し
い
衣
類
を
身
に
着
け
て
眠
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
私
は
母
親
の
頭
を
踏
ん

で
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
太
山
（
地
獄
）
で
燃
え
さ
か
る
鉄
の
輪
に
よ
っ
て
自
分
の
頭
締
め
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
20
）
仏
は
沙
門
た
ち
言
わ
れ
た
。「
彌
蘭
は
太
山
（
地
獄
）
を
出
て
、
心
の
中
の
三
悪
（
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
）
を
閉
ざ
し
、
言
葉
が
招
く
四
つ
の

禍
い
（
悪
口
・
両
舌
・
綺
語
・
妄
語
）
を
絶
ち
、
身
体
が
引
き
起
こ
す
三
つ
の
咎
（
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
）
を
抑
え
つ
け
、
父
母
に
対
し
て

は
孝
行
を
尽
く
し
て
従
順
で
あ
り
、
三
尊
（
仏
・
法
・
僧
）
を
信
奉
し
た
。
…
…
」。

（
21
）
も
し
他
者
が
そ
れ
ら
（
官
位
・
爵
位
や
国
土
）
を
持
っ
て
い
る
の
を
見
た
な
ら
ば
、
愚
か
な
者
は
す
ぐ
さ
ま
貪
り
と
嫉
妬
の
心
を
抱
く
。
貪
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り
と
嫉
妬
が
心
の
内
に
あ
る
と
、怒
り
怨
み
が
外
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
止
む
こ
と
が
な
く
、正
気
を
失
っ
て
し
ま
い
、長
い
間
、

暗
黒
の
状
態
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
五
道
に
輪
廻
し
、
太
山
（
地
獄
）
で
焼
か
れ
煮
ら
れ
、
餓
鬼
・
畜
生
と
な
っ
て
、
苦
し
み
を
積
み
重
ね

る
こ
と
は
測
り
知
れ
な
い
」。

（
22
）
婆
羅
門
は
（
他
人
の
蓮
池
の
水
を
）
飲
み
終
わ
っ
て
か
ら
、
心
に
悟
っ
て
言
っ
た
。「
あ
の
池
の
持
ち
主
は
こ
の
池
を
買
い
、（
こ
の
池
に
植

え
た
）
花
を
仏
廟
に
供
え
て
い
る
。
こ
の
水
と
蓮
の
実
は
あ
の
人
が
自
分
で
使
う
た
め
の
も
の
な
の
に
、
私
は
そ
の
水
を
飲
ん
だ
。
持
ち
主

に
こ
の
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
、
盗
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
盗
み
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
る
禍
い
と
し
て
、
死
後
、
太
山
（
地
獄
）

に
堕
ち
、
次
に
畜
生
と
な
り
、
市
場
で
屠
殺
さ
れ
て
売
ら
れ
る
こ
と
で
、
前
世
の
負
債
を
償
う
。
も
し
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と

し
て
も
、
奴
婢
と
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
（
早
急
に
、
盗
み
の
罪
を
）
今
生
で
償
い
終
え
て
、
来
世
で
の
患
禍
を
残
さ

な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
だ
」。

（
23
）
愚
か
な
者
た
ち
は
真
っ
暗
闇
の
中
に
い
て
、
何
を
行
い
、
何
を
却
け
る
べ
き
か
を
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
悪
心
を
持
っ
て
仏
や
沙
門
に
立
ち
向

か
う
。（
愚
者
た
ち
に
よ
っ
て
）
婆
羅
門
（
梵
志
）
が
手
を
切
ら
れ
た
り
、
舌
を
抜
か
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
今
生
（
一
世
）
限
り
の
苦
し
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
妄
り
に
手
で
打
ち
据
え
た
り
、
口
で
嘘
偽
り
を
言
っ
て
誹
謗
す
れ
ば
、（
愚
者
は
）
死
後
、
太
山
（
地
獄
）
に
入
る
こ
と

に
な
る
。
太
山
の
鬼
た
ち
が
舌
を
抜
き
、
灼
熱
し
た
砂
の
上
に
そ
の
舌
を
押
し
つ
け
、
そ
の
上
を
牛
で
耕
す
。
ま
た
、
燃
え
立
っ
た
釘
を
、

彼
ら
の
五
体
に
打
ち
付
け
る
。
そ
の
時
に
、
死
に
た
い
と
願
っ
て
も
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。
邪
悪
な
行
い
に
対
す
る
報
い
は
こ
の
よ

う
で
あ
る
。
戒
に
順
っ
て
正
し
い
行
い
を
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
邪
な
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
24
）
衆
祐
（
仏
）
は
「
釈
（
迦
族
）
の
（
過
去
世
か
ら
の
）
罪
業
は
こ
こ
に
終
わ
り
、（
毘
琉
璃
）
王
と
そ
の
臣
下
の
罪
業
は
こ
こ
に
起
こ
っ
た
。

今
か
ら
七
日
後
、
太
山
（
地
獄
）
の
鬼
が
、
王
と
そ
の
臣
下
・
民
衆
と
を
炎
で
焼
く
で
あ
ろ
う
。（
毘
琉
璃
）
王
の
罪
が
す
く
い
難
い
こ
と
は
、

あ
た
か
も
釈
（
迦
族
）
が
禍
い
を
払
い
除
く
の
が
難
し
か
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。

（
25
）
正
午
前
に
な
っ
て
、
太
陽
が
姿
を
現
し
、
陽
燧
（
火
起
こ
し
の
鏡
）
に
照
り
つ
け
た
。
す
る
と
、
陽
燧
は
火
と
な
り
、
王
が
乗
っ
た
船
か
ら

焼
け
始
め
た
。
太
山
（
地
獄
）
の
鬼
神
た
ち
が
群
れ
を
な
し
て
集
ま
り
、
国
中
に
雷
鳴
が
響
き
わ
た
り
、（
毘
琉
璃
）
王
た
ち
は
生
き
な
が
ら

太
山
地
獄
に
入
っ
た
。

（
26
）
王
は
驚
い
て
、「
こ
れ
は
な
ん
と
畜
生
で
あ
り
な
が
ら
広
い
慈
し
み
の
心
を
抱
き
、
命
を
か
け
て
他
者
を
救
い
、
そ
れ
を
難
儀
な
こ
と
と
も
思
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わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
き
っ
と
天
（
の
神
）
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
王
は
鹿
の
言
葉
を
良
し
と
認
め
、
喜
ん
で
徳
行
を
進
め
、
国
内
に
、「
今

日
以
後
、
鹿
が
ほ
し
い
ま
ま
に
食
べ
る
よ
う
に
さ
せ
よ
。
あ
え
て
こ
の
命
令
を
犯
す
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
罪
は
死
に
相
当
す
る
」
と
命
じ
た
。

王
は
王
宮
に
帰
っ
た
。
王
妃
は
王
が
鹿
を
解
き
放
し
た
こ
と
を
聞
き
、
激
し
く
怒
っ
て
心
が
砕
け
、
死
ん
で
太
山
（
地
獄
）
に
入
っ
た
。

（
27
）（
菩
薩
が
）
住
ん
で
い
た
国
は
、
国
王
が
無
道
で
、
財
を
貪
っ
て
（
女
）
色
を
重
ん
じ
、
賢
人
を
疎
ん
じ
て
民
を
卑
し
ん
で
い
た
。
王
は
無
常

を
念
じ
て
、
自
ら
「
私
は
善
か
ら
ぬ
こ
と
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
死
ね
ば
太
山
（
地
獄
）
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
金
を
集
め
て
太
山

王
に
貢
ぐ
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
か
」
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
民
の
金
を
集
め
、「
も
し
、
わ
ず
か
の
金
で
も
隠
匿
す
る
者
が
い
れ
ば
、
そ
の

罪
は
死
罪
に
あ
た
る
」
と
重
い
命
令
を
設
け
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
三
年
続
き
、
民
の
金
は
す
べ
て
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
王
は
嘘
を
つ
い

て
「
少
し
の
金
を
手
に
入
れ
て
王
に
貢
ぐ
者
は
、
私
の
末
娘
と
結
婚
さ
せ
、
爵
位
を
与
え
よ
う
」
と
募
っ
た
。
童
子
（
菩
薩
）
は
母
に
、「
昔
、

金
銭
一
枚
を
（
亡
く
な
っ
た
父
の
）
口
の
中
に
入
れ
、
太
山
王
へ
の
賂
と
し
ま
し
た
。
今
で
も
き
っ
と
あ
る
は
ず
で
し
ょ
う
。
取
っ
て
き
て

王
に
献
上
し
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。
母
は
、「
良
ろ
し
い
」
と
言
っ
た
。
童
子
は
、
金
を
取
っ
て
、
王
に
献
上
し
た
。
王
は
ど
の
よ
う

に
し
て
金
を
手
に
入
れ
た
か
を
尋
ね
、
そ
れ
を
記
録
さ
せ
た
。
童
子
は
、「
父
が
亡
く
な
っ
た
時
、
金
を
口
の
中
に
入
れ
、
太
山
王
へ
の
賂
と

し
ま
し
た
。
実
は
、
大
王
が
爵
位
を
設
け
て
金
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
き
、
墓
を
掘
っ
て
棺
を
開
き
、
金
を
取
り
出
し
た
の
で
す
」
と
言
っ

た
。
王
が
「
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
何
年
に
な
る
か
」
と
言
う
と
、
童
子
は
「
十
一
年
で
す
」
と
答
え
た
。（
王
は
）「
お
前
の
父
は
太
山
王

に
賂
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
。
童
子
は
「
多
く
の
聖
人
の
書
の
中
で
、
た
だ
仏
の
教
え
だ
け
が
真
実
で
す
。
仏
教
の
経
典
に

『
善
を
な
せ
ば
福
が
追
い
か
け
て
く
る
。
悪
を
な
せ
ば
禍
い
が
つ
い
て
く
る
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
禍
い
と
福
と
は
、
ち
ょ
う
ど
影
や
響
き
の

よ
う
な
も
の
で
す
。
身
を
走
ら
せ
て
影
を
避
け
た
り
、
山
を
手
で
う
っ
て
響
き
を
止
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
」
と
答
え
た
。
王
は
、「
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
。
童
子
は
、「
そ
も
そ
も
身
体
は
、
四
大
で
で
き
て
い
ま
す
。
命
が
終
わ
る
と
、
四
大
は

ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
霊
魂
は
（
身
体
か
ら
）
離
れ
出
て
行
っ
て
変
化
し
、
生
前
の
行
為
に
従
っ
て
、
行
く
所
が
決
ま
り
ま
す
。
賂
に
ど
ん
な

意
味
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
大
王
は
前
世
に
布
施
を
し
て
徳
の
あ
る
行
い
を
し
、
今
、
王
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
仁
愛
を
尊

び
、そ
の
恩
沢
は
遠
近
と
わ
ず
及
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
得
道
し
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、後
の
世
で
は
き
っ
と
再
び
王
と
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
。

（
28
）
調
達
も
ま
た
魔
天
王
で
あ
っ
た
。
四
天
下
を
巡
り
、
人
び
と
に
対
し
て
心
の
欲
す
る
ま
ま
に
悪
事
を
行
っ
て
も
、
太
山
（
地
獄
）
の
殃
禍
の
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報
い
は
な
い
と
教
え
た
。
調
達
は
、
巡
っ
て
い
る
時
に
菩
薩
に
出
会
っ
た
。（
調
達
は
菩
薩
に
）「
あ
な
た
は
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と

尋
ね
た
。（
菩
薩
は
）「
民
に
仏
を
奉
じ
、上
聖
の
徳
を
修
め
る
よ
う
に
教
え
て
い
る
」
と
答
え
た
。
調
達
は
、「
私
は
民
に
欲
望
を
恣
に
し
て
も
、

現
世
と
来
世
の
二
世
に
わ
た
っ
て
禍
い
な
く
、善
を
行
い
志
を
守
ろ
う
と
苦
労
し
て
も
、自
分
自
身
に
何
の
益
も
な
い
と
教
え
て
い
る
」
と
言
っ

た
。
菩
薩
が
、「
あ
な
た
は
、
私
の
通
る
道
を
避
け
な
さ
い
」
と
言
う
と
、（
調
達
は
）「
あ
な
た
が
善
を
行
う
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
金
銀
の
よ

う
な
も
の
だ
。
私
が
悪
を
尊
ぶ
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
鋼
鉄
の
よ
う
な
も
の
だ
。
鋼
鉄
は
金
銀
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
金
銀
は
鋼
鉄
を
切

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
な
た
が
道
を
降
り
な
け
れ
ば
、
私
に
斬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
答
え
た
。
調
達
は
悪
事
を
盛
ん
に
行
っ
て
禍
い

が
生
じ
、
生
れ
変
わ
っ
て
も
太
山
（
地
獄
）
に
入
っ
た
。

（
29
）
兄
は
言
っ
た
。「
そ
も
そ
も
、
一
人
の
人
間
を
殺
す
と
、
そ
の
罪
は
百
劫
の
間
、
続
く
。
龍
は
一
国
の
人
を
呑
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
私
は

恒
沙
（
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
）
ほ
ど
の
無
数
の
劫
が
過
ぎ
て
も
、
そ
の
禍
い
は
除
か
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。（
あ
の
国
の
人
た

ち
は
）
苟
も
、
珍
し
い
食
べ
物
や
わ
ず
か
の
時
間
の
利
益
を
貪
っ
て
、
太
山
（
地
獄
）
で
焼
か
れ
た
り
煮
ら
れ
た
り
す
る
罰
に
目
を
向
け
よ

う
と
し
な
い
。
私
は
不
愍
に
思
う
。
…
…
」。

（
30
）
菩
薩
の
心
は
清
ら
か
で
、
か
の
四
禅
を
得
て
、
す
べ
て
が
思
い
の
ま
ま
に
な
り
、
身
軽
に
飛
び
上
が
り
、
水
の
上
を
行
き
、
あ
ち
こ
ち
に
分

身
を
作
り
、さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
。
隙
間
な
い
と
こ
ろ
に
も
出
入
り
し
て
、存
亡
自
在
で
あ
る
。
太
陽
と
月
を
手
で
触
り
、天
地
を
動
か
し
て
、

す
べ
て
の
物
事
を
ど
こ
ま
で
も
見
通
し
、
聞
き
通
し
て
、
聞
見
し
な
い
も
の
は
な
い
。
心
は
清
ら
か
で
、
見
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
一
切
智

を
得
て
い
る
。
ま
だ
天
地
が
な
い
時
の
こ
と
や
、
衆
生
が
こ
れ
ま
で
に
経
て
き
た
こ
と
、
十
方
に
今
生
き
て
い
る
衆
生
が
心
に
念
じ
て
い
る

こ
と
、
ま
だ
萌
し
て
い
な
い
こ
と
、
衆
生
の
霊
魂
が
天
と
な
り
人
と
な
り
、
太
山
（
地
獄
）・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
の
中
に
入
り
、
福
が
尽
き
て

罪
を
受
け
、
禍
い
が
終
わ
っ
て
福
を
受
け
た
こ
と
な
ど
、
ど
ん
な
遠
い
こ
と
で
も
す
べ
て
知
っ
て
い
る
。

（
31
）道（
を
志
す
）人
は「
そ
も
そ
も
生
ま
れ
れ
ば
必
ず
死
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
も
物
も
幻
の
よ
う
な
も
の
だ
、。
会
え
ば
す
ぐ
に
別
離
が
あ
り
、

霊
魂
は
逝
き
、身
体
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
。
私
だ
け
が
ど
う
し
て
そ
れ
を
止
め
て
、あ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」

と
念
じ
、
そ
れ
を
見
て
、
悲
し
み
悼
み
、
一
心
に
禅
定
を
行
う
。
あ
る
人
は
死
ん
で
か
ら
長
い
時
間
が
た
っ
て
、
身
体
の
骨
が
消
滅
し
、
泥

土
の
中
で
塵
と
同
一
に
な
る
の
見
て
、「
私
の
身
体
も
必
ず
こ
う
な
る
」
と
深
く
思
惟
し
、
一
心
に
禅
定
を
行
う
。
あ
る
人
は
、
太
山
（
地
獄
）

の
湯
火
の
苦
し
み
、
身
体
を
酷
く
引
き
裂
か
れ
る
苦
痛
、
餓
鬼
道
の
何
年
も
続
く
飢
饉
の
苦
労
、
畜
生
道
の
殺
さ
れ
身
を
割
か
れ
る
苦
し
み
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を
聞
き
、
そ
の
こ
と
を
思
っ
て
愕
然
と
し
て
、
一
心
に
禅
定
を
行
う
。

（
32
）
仏
を
奉
じ
経
を
見
、沙
門
た
ち
に
親
し
み
、仏
の
戒
め
を
選
び
取
り
、大
切
に
し
て
実
践
し
、三
悪
を
遠
離
し
、心
に
善
を
念
じ
、口
に
善
を
言
い
、

身
に
は
、
善
を
行
う
。
上
の
三
悪
を
抑
え
て
、
長
く
三
善
を
栄
え
さ
せ
、
長
く
太
山
（
地
獄
）・
餓
鬼
・
畜
生
の
苦
し
く
険
し
い
所
を
経
る
こ

と
な
く
、
極
ま
り
な
い
幸
福
の
場
所
に
落
ち
着
か
せ
る
。

（
33
）『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
は
、
妹
ヤ
ミ
ー
と
双
生
で
、
自
ら
死
を
選
び
冥
界
へ
の
見
い
だ
し
た
。『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
は
死
界
の

王
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
中
心
と
な
る
。

（
34
）
井
本
英
一
「
閻
魔
―
始
原
と
終
末
の
王
―
」（
坂
本
要
編
『
地
獄
の
世
界
』
北
辰
社
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）
参
照
。

（
35
）
当
該
経
典
で
は
、
本
地
仏
が
当
て
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
語
の
混
入
も
見
ら
れ
る
。

（
36
）
十
王
信
仰
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
仏
教
と
道
教
の
十
王
信
仰
と
儀
礼
」（『
豊
山
学
報
』
六
四
号
、
二
〇
二
一
年
）
に
詳
細
に
論
述
し
た
。

（
37
）
講
談
社
『
原
始
仏
典
』
巻
一
〇
、二
四
四
頁
、
第
二
一
章
五
二
偈
。

（
38
）
仏
足
礼
に
つ
い
て
は
、
高
橋
尚
夫
「
悉
曇
」（『
宗
学
研
修
会
紀
要
』
創
刊
号
、
真
言
宗
豊
山
派
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
39
）
藤
野
岩
友
『
中
国
の
文
学
と
礼
俗
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
参
照
。

（
40
）
楊
聯
陞
「
道
教
之
自
搏
與
佛
教
之
自
撲
」（
塚
本
博
士
頌
壽
記
念
『
佛
教
史
論
集
』
所
収
、
一
九
六
一
年
）
参
照
。

（
41
）
楊
聯
陞
「
道
教
之
自
搏
與
佛
教
之
自
撲
補
論
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
言
語
研
究
所
集
刊
』
第
三
四
、一
九
六
二
年
）
参
照
。
こ
の
論
中
に
胡
適

の
評
論
を
載
せ
る
。

（
42
） 吉
岡
義
豊
「
自
搏
と
自
僕
に
つ
い
て
―
楊
聯
陞
教
授
の
論
説
に
よ
せ
て
―
」（
佐
藤
博
士
古
希
記
念
『
仏
教
思
想
論
叢
』
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
四
年
、
所
収
、『
吉
岡
義
豊
著
作
集
』
巻
二
、五
月
書
房
、
一
九
八
九
年
に
再
録
さ
れ
た
。
本
稿
は
後
者
に
よ
る
）
参
照
。

（
43
）
成
瀬
隆
純
「
中
国
浄
土
教
と
自
撲
懺
悔
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
七
一
号
、
早
稲
田
大
学
哲
学
会
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

（
44
）
拙
論
「〈
五
体
投
地
・
如
太
山
考
〉
―
拝
礼
の
中
国
的
展
開
―
」（『
東
方
宗
教
』
第
八
九
号
、
日
本
道
教
学
会
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
45
）
遠
藤
純
祐
「『
占
察
善
悪
業
報
經
』
の
信
仰
―
民
衆
に
受
容
さ
れ
た
隋
代
仏
教
の
一
様
相
―
」（『
現
代
密
教
』 

通
号
一
三
、
智
山
伝
法
院
、

二
〇
〇
〇
年
）。
こ
の
論
考
は
道
教
文
献
に
も
論
究
し
て
い
る
が
、
註
四
〇
～
四
四
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
言
及
は
な
い
。

（
46
）
山
田
俊
「『
太
上
大
道
玉
清
經
』
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
東
方
宗
教
』
第
八
八
号
、
日
本
道
教
学
会
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。
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（
47
）
山
田
利
明
「
道
教
に
お
け
る
齋
法
の
成
立
」（『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
と
文
化
』
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
篇
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
48
）
藤
野
岩
友
『
中
国
の
文
学
と
礼
俗
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
三
四
七
頁
参
照
。

（
49
）
藤
野
岩
友
『
中
国
の
文
学
と
礼
俗
』（
角
川
書
店
、一
九
七
六
年
）
三
五
八
頁
参
照
。
こ
の
他
に
、藤
野
は
「
頭
を
露
に
し
肉
袒
し
、頓
頭
（
頓
首
）

し
て
血
を
流
す
」（『
風
俗
通
』
一
〇
反
）、「
叩
頭
し
て
血
を
流
し
枉
状
を
訴
言
す
」（『
後
漢
書
』
巻
五
八
、
虞
詡
傳
）、「
叩
頭
し
て
血
を
流
し
、

言
涕
と
並
に
す
」（『
呉
志
』
巻
六
、
呉
範
傳
）、「
恐
惶
し
て
頓
首
し
て
血
を
流
す
」（『
舊
唐
書
』
巻
八
四
、
斐
行
檢
傳
）、「
叩
頭
血
を
流
し
て
、

然
る
後
に
免
か
る
る
こ
と
を
得
た
り
」（『
北
史
』
巻
一
四
、
后
妃
傳
下
）
な
ど
の
用
例
を
示
す
。

（
50
）
福
井
文
雅
は
、
塗
炭
斎
を
「
道
教
徒
が
病
気
を
避
け
て
長
寿
を
祈
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
危
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
罪
を
逃
れ
る
た
め
に
罪
を

悔
い
改
め
る
斎
」
と
解
説
す
る
（『
道
教
事
典
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）。

（
51
）
土
屋
昌
明
「
後
漢
に
お
け
る
思
過
と
首
過
に
つ
い
て
」（『
道
教
文
化
へ
の
展
望
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
所
収
）
二
八
〇
頁
参
照
。

（
52
）
大
形
徹
「
被
髪
考
」（『
東
方
宗
教
』
第
八
六
号
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
53
）
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
編
『
重
修
緯
書
集
成
』
巻
六
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
一
八
六
頁
参
照
。

（
54
）
佐
藤
智
水
「
北
魏
末
の
大
乗
の
乱
と
災
害
」（『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
一
四
号
、
一
九
九
〇
年
）
一
三
四
～
一
三
六
頁
参
照
。

（
55
）「
天
行
病
」
は
、
季
節
性
の
感
染
症
と
思
わ
れ
る
。

（
56
）
佐
藤
智
水
「
北
魏
末
の
大
乗
の
乱
と
災
害
」（『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
四
、一
九
九
〇
年
）
一
三
四
～
一
三
六
頁
参
照
。

（
57
）
小
島
毅
「
中
国
の
古
地
震
に
つ
い
て
―
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
研
究
の
視
点
か
ら
―
」（
東
京
大
学
文
学
部
次
世
代
人
文
学
開
発
セ
ン
タ
ー
研

究
紀
要
『
文
化
交
流
研
究
』
三
〇　

二
〇
一
七
年
）
参
照
。
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